
神
社
と
近
世
地
域
社
会

岩
　
城
　
卓
　
二

　
は
じ
め
に

一　
「
庄
中
」
の
成
立
と
隅
田
一
族

二
　
「
庄
中
」
と
宗
教
者

三
　
「
庄
中
」
と
供
僧
の
争
い

四

一
八
世
紀
に
お
け
る
隅
田
荘
地
域
社
会

　
お
わ
り
に

神社と近世地域社会

論

文

要

旨

　
本
稿

は
隅
田
荘
を
対
象
に
、
神
社
祭
祀
を
結
合
契
機
と
す
る
地
域
社
会
が
、
在
地
領
主

連
合

と
い
う
中
世
的
世
界
を
解
体
さ
せ
、
村
役
人
を
運
営
主
体
と
す
る
村
連
合
へ
と
移
行

し
、
さ
ら
に
そ
の
内
部
秩
序
を
変
容
さ
せ
て
い
く
ま
で
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で

あ
る
。
内
容
は
次
の
と
お
り
。

　
中
世
に
お
い
て
隅
田
八
幡
宮
は
在
地
領
主
連
合
を
と
る
隅
田
一
族
の
精
神
的
紐
帯
で
あ

り
、
彼
ら
は
そ
の
管
理
と
奉
仕
を
独
占
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
隅
田
荘
荘
民
に
対
す
る
イ
デ

オ

ロ

ギ
ー
支
配
を
実
現
し
て
い
た
。
こ
の
段
階
で
は
「
隅
田
名
乗
中
」
と
い
う
隅
田
一
族

の
同
族
結
合
集
団
が
唯
一
の
隅
田
八
幡
宮
の
運
営
主
体
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
戦
国
期
に
な
る
と
、
中
小
農
民
と
宗
教
者
が
隅
田
一
族
に
拮
抗
す
る
勢
力
に

成
長

し
、
隅
田
荘
地
域
に
は
隅
田
一
族
の
同
族
結
合
集
団
、
中
小
農
民
が
村
を
単
位
に
結

集
し
た
「
庄
中
」
、
宗
教
者
の
「
座
中
」
と
い
う
三
つ
の
社
会
集
団
が
併
存
し
、
こ
れ
を
統

括
す

る
よ
う
な
権
力
や
秩
序
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
一
七
世
紀
と
は
こ
の
う
ち
「
庄
中
」

が
地
域
社
会
を
統
括
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
時
代
で
あ
り
、
そ
れ
は
農
民
の
論
理
で
一
元

的
に
地
域
社
会
が
編
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　

こ
の
「
庄
中
」
は
氏
子
村
一
六
ヵ
村
の
庄
屋
に
よ
る
合
議
に
よ
っ
て
諸
事
が
決
し
て
い

た

が
、
一
七
世
紀
に
は
庄
屋
の
専
断
的
な
運
営
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
な
段
階
で
あ
っ
た
。

こ
の
在
り
方
に
変
化
が
み
え
は
じ
め
る
の
が
一
八
世
紀
後
半
で
あ
る
。
「
庄
中
惣
代
」
が
登

場

し
、
彼
ら
が
藩
や
他
集
団
と
の
交
渉
に
あ
た
る
よ
う
に
な
っ
た
。
庄
屋
は
村
の
代
表
と

し
て
惣
百
姓
の
意
志
に
拘
束
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
一
七
世
紀
に
お
い
て
「
庄
中
」
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
宗
教
者
も
、
　
八
世
紀
後

半
に
な
る
と
「
仲
間
」
を
形
成
し
、
地
域
社
会
の
な
か
で
正
当
な
位
置
付
け
を
獲
得
す
る

た

め
自
己
主
張
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
宗
教
者
の
動
き
に

よ
っ
て
隅
田
荘
地
域
社
会
は
、
農
民
だ
け
の
論
理
で
運
営
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
異
な
る

身
分
集
団
に
も
正
当
な
位
置
付
け
を
与
え
る
地
域
社
会
へ
と
成
熟
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

　
近
世
の
地
域
社
会
が
獲
得
し
た
「
自
治
」
、
あ
る
い
は
「
御
用
」
（
行
政
）
の
運
営

能
力
に
関
わ
る
研
究
は
八
〇
年
代
以
降
急
速
に
進
展
し
、
す
で
に
膨
大
な
研
究
を
通

覧
し
た
う
え
で
地
域
構
造
の
段
階
的
変
化
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
整
理
が
な
さ
れ
て

（1
）

い

る
。
す
な
わ
ち
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
中
世
的
地
域
秩
序

が
解
体
・
再
編
し
、
近
世
的
地
域
秩
序
が
形
成
、
一
八
世
紀
初
頭
か
ら
一
九
世
紀
初

頭
に

は
そ
の
地
域
秩
序
が
確
立
、
一
九
世
紀
初
頭
に
変
質
し
て
い
く
と
い
う
区
分
で

あ
る
。
こ
の
時
期
区
分
の
妥
当
性
、
と
く
に
一
九
世
紀
以
降
展
開
す
る
事
実
を
近
世

的
地
域
秩
序
の
変
質
期
と
評
価
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
私
見
は
別
の
機
会
に
述
べ
た

い

が
、
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
初
頭
に
地
域
社
会
の
質
的
変
化
が
起
こ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

い

う
見
解
は
大
方
が
賛
同
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
地
域
社
会
の
質
的
変
化
と
は
在
地
領
主
層
の
地
域
的
な
連
合
が
解
体
し
、
小

農
自
立
の
進
行
と
近
世
的
村
落
の
確
立
を
基
礎
に
、
村
役
人
を
担
い
手
と
す
る
村
々

の

連
合
に
よ
っ
て
新
た
な
地
域
秩
序
が
形
成
・
確
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
の
点
か
ら
従
来
の
研
究
を
振
り
返
る
と
そ
の
質
的
変
化
が
一
貫
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド

で
描
か
れ
て

い

な
い
こ
と
に
気
が
付
く
。
そ
の
一
因
は
在
地
領
主
連
合
の
段
階
で
は

用
水
、
入
会
、
祭
祀
が
地
域
結
合
の
契
機
と
し
て
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
に

対

し
て
、
村
役
人
を
担
い
手
と
す
る
村
連
合
段
階
で
は
浪
人
・
勧
化
、
都
市
特
権
商

人
・
株
仲
間
、
職
人
・
奉
公
人
給
金
等
商
品
生
産
の
発
展
に
よ
り
浮
上
し
た
新
た
な

問
題
群
へ
の
対
処
が
結
合
の
契
機
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
点

に

あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
応
じ
た
結
合
契
機
で
地
域
社
会
が
形
成
さ
れ
、
そ
の

内
部
秩
序
に
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
重
要
で
あ
る
が
、
一
七
世
紀
後
半
か

ら
一
八
世
紀
初
頭
と
い
う
時
期
が
近
世
社
会
全
体
に
お
い
て
占
め
る
重
要
性
を
考
え

る
と
、
別
々
の
契
機
で
成
り
立
つ
地
域
社
会
像
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
て
そ
の
質
的
変
化

を
論
じ
る
よ
り
も
、
同
じ
結
合
契
機
で
形
成
さ
れ
て
い
る
地
域
社
会
が
、
自
ら
内
部

秩
序
を
変
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
在
地
領
主
連
合
か
ら
村
連
合
へ
と
変
化
し
、

さ
ら
に
様
々
な
外
的
内
的
要
因
に
よ
り
変
質
し
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
方
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

よ
り
説
得
的
な
地
域
社
会
論
が
構
築
で
き
る
と
考
え
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
地
域
社
会
の
結
合
契
機
と
し
て
は
も
っ
と
も
一
般
的
な
部
類
に

属
す

る
神
社
祭
祀
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
地
域
社
会
が
、
在
地
領
主
連
合
と
い
う
中

世
的
世
界
を
解
体
さ
せ
、
村
役
人
を
運
営
主
体
と
す
る
村
連
合
へ
移
行
し
て
い
く
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
す
る
。
対
象
と
す
る
の
は
紀
伊
国
伊
都
郡
隅
田
荘
地
域

で
あ
る
。

　
ま
ず
当
地
域
を
対
象
に
か
か
る
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
の
意
義
を
述
べ
て
お
こ
う
。

隅
田
荘
は
中
世
史
研
究
に
お
い
て
は
す
で
に
著
名
で
あ
り
、
隅
田
八
幡
宮
の
祭
祀
が

隅
田
荘
と
い
う
地
域
社
会
を
成
り
立
た
せ
る
う
え
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た

　
　
　
　
　
（
5
）

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
地
域
社
会
の
質
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
の
は
運
営
の
主
体
は

誰
で

あ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
が
、
そ
の
観
点
か
ら
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
振
り

返

る
と
、
大
き
く
次
の
よ
う
な
三
段
階
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
段
階
は
石
清
水
八
幡
宮
が
荘
園
支
配
を
進
め
る
た
め
隅
田
八
幡
宮
を
勧
請
し
、

石
清
水
八
幡
宮
が
隅
田
八
幡
宮
運
営
を
掌
握
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
石
清
水
八
幡

宮
領
で
は
荘
園
支
配
を
進
め
る
た
め
別
宮
が
勧
請
さ
れ
た
が
、
隅
田
荘
で
も
一
二
世
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紀
は
じ
め
ご
ろ
石
清
水
八
幡
宮
別
宮
と
し
て
隅
田
八
幡
宮
が
勧
請
さ
れ
た
。
隅
田
八

幡
宮
支
配
や
そ
の
祭
祀
権
は
石
清
水
八
幡
宮
の
派
遣
し
た
宮
寺
で
あ
る
大
高
能
寺
、

供
僧
、
大
祢
宜
、
神
主
等
別
宮
祭
司
団
の
手
に
握
ら
れ
、
神
人
と
し
て
組
織
さ
れ
た

在
地
の

有
力
農
民
は
俗
別
当
等
に
補
任
さ
れ
、
こ
れ
を
補
佐
し
た
。
こ
の
俗
別
当
に

任
じ
ら
れ
て
い
た
の
が
在
地
豪
族
隅
田
氏
で
あ
る
。
隅
田
氏
は
俗
別
当
職
を
世
襲
、

や
が
て

公
文
職
も
兼
帯
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
第
二
段
階
は
隅
田
荘
支
配
の
実
権
が
隅
田
一
族
に
移
行
し
て
い
く
に
と
も
な
い
、

隅
田
八
幡
宮
が
隅
田
一
族
の
氏
社
化
す
る
時
期
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
に
入
る
と
、
隅

田

氏
は
荘
内
有
力
農
民
を
庶
家
と
し
て
一
族
に
編
成
、
＝
二
世
紀
は
じ
め
に
隅
田
荘

は
隅
田
氏
の
請
所
と
な
り
石
清
水
八
幡
宮
支
配
が
後
退
す
る
。
隅
田
氏
は
鎌
倉
後
期

に

な

る
と
北
条
氏
の
被
官
と
な
り
、
そ
の
下
で
地
頭
職
の
地
位
に
就
き
活
躍
す
る
が
、

元
弘
の

乱
で
隅
田
惣
領
家
は
滅
び
て
し
ま
う
。
代
わ
っ
て
葛
原
氏
・
上
田
氏
が
台
頭
、

南
北
朝
期
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
も
一
族
の
結
束
は
維
持
さ
れ
た
。
そ
れ
は
在
地

領
主
層
の
経
済
力
が
中
小
農
民
層
と
比
べ
て
絶
対
的
優
位
と
は
い
え
ず
、
彼
ら
は
村

落
支
配
貫
徹
の
た

め
結
集
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
近
郊
在
地
領
主

層
の
侵
入
に
対
し
て
も
「
隅
田
一
族
」
と
い
う
組
織
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、

そ
の
精
神
的
紐
帯
と
な
っ
た
の
が
隅
田
八
幡
宮
で
あ
る
。
彼
ら
は
そ
の
管
理
と
奉
仕

関
係
を
独
占
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
隅
田
荘
荘
民
に
対
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
支
配
を
実

現

し
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と
は
祭
祀
組
織
と
し
て
の
宮
座
の
在
り
方
に
よ
く
現
れ
て

い

る
。
す
な
わ
ち
隅
田
八
幡
宮
の
祭
祀
組
織
と
し
て
は
「
庁
座
」
、
「
僧
座
」
、
「
神
子

座
」
が
あ
っ
た
。
一
般
に
寺
社
の
祭
祀
は
神
事
の
物
的
準
備
を
調
え
る
頭
役
と
司
祭

者
で
あ
る
神
主
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
が
、
隅
田
八
幡
宮
の
場
合
、
「
庁
座
」
が
前

者
、
「
僧
座
」
と
「
神
子
座
」
が
後
者
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
座
衆
を
み
る
と
「
庁
座
」
は
隅
田
一
族
が
中
心
で
あ
り
、
「
僧
座
」

は
別
当
・
供
僧
・
三
昧
僧
等
、
「
神
子
座
」
は
神
子
・
祢
宜
等
が
属
し
て
い
た
。
そ
し

て

「庁
座
」
が
上
位
、
「
僧
座
」
・
「
神
子
座
」
が
下
位
と
い
う
序
列
が
確
立
し
て
い

た
。
ま
た
供
僧
や
社
人
の
進
退
、
神
事
の
執
行
等
隅
田
八
幡
宮
に
関
す
る
す
べ
て
の

事
柄
が
「
庁
座
」
の
座
衆
で
あ
る
隅
田
一
族
の
評
定
に
よ
っ
て
決
定
し
て
い
た
。
隅

田

荘
と
い
う
枠
組
み
は
在
地
領
主
隅
田
一
族
の
地
域
的
な
連
合
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
、

隅
田

八
幡
宮
は
そ
の
地
域
社
会
を
維
持
す
る
う
え
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た

の

で
あ
る
。

　
一
四
世
紀
後
半
か
ら
一
五
世
紀
に
な
る
と
、
中
小
農
民
の
組
織
的
抵
抗
に
よ
っ
て

こ
の
在
地
領
主
連
合
は
動
揺
し
、
彼
ら
に
と
っ
て
隅
田
八
幡
宮
の
役
割
も
微
妙
に
変

化
を
み
せ
は
じ
め
る
。
そ
れ
は
村
落
ご
と
の
堂
座
の
成
立
に
顕
著
に
現
わ
れ
て
お
り
、

在
地
領
主
隅

田
一
族
に
と
っ
て
地
域
的
な
連
合
よ
り
も
村
落
支
配
の
重
要
性
が
増
し

て

い

く
に
と
も
な
い
、
隅
田
八
幡
宮
の
役
割
は
徐
々
に
低
下
し
て
い
く
が
、
運
営
の

中
心
的
担
い
手
は
隅
田
一
族
と
い
う
点
で
は
変
わ
り
が
な
か
っ
た
。

　
第
三
段
階
は
近
世
で
あ
り
、
隅
田
八
幡
宮
が
氏
子
村
一
六
ヵ
村
に
祭
祀
さ
れ
る
産

土
神
と
な
る
時
期
で
あ
る
。
戦
国
期
に
な
る
と
隅
田
一
族
は
在
地
領
主
と
し
て
の
地

位
を
保
持
す
る
た
め
畠
山
氏
の
被
官
と
な
る
が
、
合
戦
に
よ
る
遠
征
が
重
な
り
、
そ

の

間
中
小
農
民
層
の
成
長
は
さ
ら
に
進
む
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
頃
の
歴
史
的
展
開

は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
永
禄
三
（
一
五
六
〇
）
年
の
兵
火
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
隅

田
八
幡
宮
の
再
建
が
し
ば
ら
く
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
慶
長
十
九
（
一
六
一
四
）

年
再
建
に

着
手
し
た
と
き
の
中
心
が
隅
田
一
族
で
は
な
く
、
荘
内
村
々
の
村
民
で
あ
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る
こ
と
か
ら
、
近
世
の
隅
田
八
幡
宮
は
氏
子
村
一
六
ヵ
村
の
村
民
に
祭
祀
さ
れ
る
産

土
神
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
在
地
領
主
連
合
と
し
て
の
地
域
社
会
は
解
体
し

た
の
で
あ
る
。
な
お
中
世
の
隅
田
荘
地
域
に
相
当
す
る
近
世
村
は
二
一
ヵ
村
、
氏
子

村
一
六
ヵ
村
と
は
恋
野
村
・
赤
塚
村
・
下
上
田
村
・
中
島
村
・
河
瀬
村
・
下
兵
庫
村
・

上
兵
庫
村
・
中
下
村
・
垂
井
村
・
芋
生
村
・
境
原
村
・
杉
尾
村
・
霜
草
村
・
山
内
村
・

平
野
村
・
中
道
村
で
あ
り
、
す
べ
て
中
世
の
隅
田
荘
域
に
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
一
六
ヵ

村
の
う
ち
中
道
村
は
慶
安
三
（
一
六
五
〇
）
年
か
ら
紀
州
藩
と
高
野
山
の
相
給
、
他

は
近
世
を
通
じ
て
紀
州
藩
領
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
隅
田
八
幡
宮
運
営
の
主
体
は
石
清
水
八
幡
宮
が
派
遣
し
た
別
宮
祭
司

団
↓
在
地
領
主
隅
田
一
族
↓
一
六
ヵ
村
の
村
民
と
い
う
変
遷
を
辿
り
、
そ
の
変
遷
は

地
域
社
会
の

質
的

な
違
い
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
同

地
域

を
扱
っ
た
研
究
が
中
世
史
の
分
野
に
偏
っ
て
き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
近
世
に
つ

い
て

は
隅
田
八
幡
宮
は
一
六
ヵ
村
の
村
民
に
祭
祀
さ
れ
る
産
土
神
で
あ
り
、
そ
の
祭

祀
が
中
世
同
様
地
域
社
会
の
結
合
契
機
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
断
片

的
な
史
料
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
移
行
過
程
や
具
体
的
な
在
り
方
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
中
世
に
は
在
地
領
主
連
合
で

あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
さ
ら
に
根
拠
は
不
明
確
で
あ
っ
て
も
近
世
に
は
そ

れ
が
解
体
し
た
と
い
う
一
定
の
見
通
し
が
与
え
ら
れ
て
い
る
隅
田
荘
地
域
は
地
域
社

会
の

質
的
変
化

を
論
じ
る
に
は
格
好
の
素
材
な
の
で
あ
る
。
隅
田
荘
を
対
象
に
地
域

社
会
論
を
構
築
し
よ
う
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。

　
次
に

当
地
域
を
対
象
と
す
る
に
あ
た
っ
て
取
り
組
む
べ
き
課
題
に
つ
い
て
述
べ
て

お
き
た
い
。

　
ひ

と
つ
は
隅
田
一
族
の
位
置
付
け
で
あ
る
。
隅
田
八
幡
宮
運
営
の
主
体
が
隅
田
一

族
か

ら
氏
子
村
一
六
ヵ
村
の
村
民
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
の
史
料
的
根
拠
は
慶
長
十

九
年
に
再
建
費
用
が
名
字
の
な
い
人
々
を
中
心
に
、
「
庄
中
人
へ
ち
壱
人
の
こ
ら
ず
」

徴
収
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
殆
ど
唯
一
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
一
方
で
こ
の
時
期

に

は
「
氏
人
之
御
衆
」
で
あ
る
隅
田
一
族
が
依
然
一
定
の
権
限
を
有
し
て
い
た
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
以
上
の
検
討
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
な

　
（
7
）

か
っ

た
。
近
世
初
頭
と
中
後
期
で
は
隅
田
一
族
の
在
り
方
に
も
違
い
が
あ
っ
た
と
考

え
る
の
が
自
然
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
点
に
も
全
く
留
意
さ
れ
ず
、
近
世
1
1
一
六
ヵ

村
の

産
土
神
と
い
う
理
解
が
定
着
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
在
地
領
主
の
系

譜
を
引
く
隅
田
一
族
と
近
世
隅
田
八
幡
宮
の
関
係
を
段
階
的
に
明
ら
か
に
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
。

　

ま
た
隅
田
荘
研
究
の
開
拓
者
で
あ
る
奥
田
真
啓
は
隅
田
一
族
は
近
世
に
お
い
て
も

神
事
に
際
し
て
一
定
の
特
権
を
有
し
て
い
る
も
の
の
、
中
世
の
よ
う
に
武
士
的
に
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

は
な
く
村
民
一
般
と
し
て
神
事
に
参
画
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
と
い
う
。
し
か
し

隅

田
一
族
が
有
し
た
特
権
の
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
村
民
一
般
と

し
て
参
画
し
て
い
た
と
い
う
評
価
の
是
非
は
判
断
で
き
な
い
。
さ
ら
に
近
世
に
は
隅

田
一
族
の
う
ち
数
家
が
地
士
「
隅
田
組
」
と
し
て
紀
州
藩
か
ら
認
め
ら
れ
、
神
事
上

の
特
権
は
近
世
の
あ
る
時
期
以
降
こ
の
隅
田
組
だ
け
が
保
持
し
て
い
た
こ
と
に
も
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

く
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
隅
田
組
と
は
次
の
よ
う
な
経
緯
で
成
立
す
る
。

す
な
わ
ち
元
和
七
（
一
六
二
一
）
年
、
隅
田
一
族
の
う
ち
一
五
名
が
深
刻
な
家
臣
団

不
足
に

窮
す
る
紀
州
藩
か
ら
家
臣
と
し
て
召
し
抱
え
ら
れ
、
農
村
居
住
の
ま
ま
家
臣

団
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
が
、
彼
ら
は
藩
の
家
臣
団
政
策
が
転
換
し
た
正
保
元
（
一
六
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四

四
）
年
に
召
し
放
た
れ
、
農
村
居
住
の
浪
人
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
承
応
三
二

六
五

四
）
年
「
地
士
」
制
度
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
、
以
後
幕
末
ま
で
農
村
居
住
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

続

け
な
が
ら
「
隅
田
組
」
と
呼
ば
れ
た
。
隅
田
組
に
つ
い
て
は
本
報
告
書
の
藤
田
達
生

の

仕
事
に
詳
し
い
が
、
隅
田
一
族
の
な
か
に
も
隅
田
組
に
加
わ
っ
た
者
と
加
わ
ら
な

か
っ

た
者
が
お
り
、
ま
た
隅
田
一
族
以
外
の
者
も
隅
田
組
に
参
入
し
て
い
る
。
特
に

一
八
世
紀
に
な
る
と
、
新
興
農
民
が
藩
に
願
い
出
て
隅
田
組
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
隅
田
一
族
‖
隅
田
組
で
は
な
く
、
ま
た
奥
田
真
啓
が
い
う
神
事
上
の
特
権

も
近
世
の
あ
る
時
期
以
降
隅
田
組
で
あ
る
こ
と
が
条
件
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

こ
の
隅
田
組
の
成
立
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
隅
田
組
の
成
立
と
神
事
上
の
特
権
の

関
係
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
問
題
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
と
き
、
は
じ
め
て
在
地
領
主
連
合
で

あ
っ
た
地
域
社
会
が
近
世
に
は
解
体
し
た
と
い
う
評
価
が
下
せ
る
と
考
え
る
。

　
ふ

た
つ
め
は
大
高
能
寺
・
供
僧
・
神
主
・
祢
宜
・
神
子
と
い
っ
た
宗
教
者
の
役
割

と
氏
子
村
一
六
ヵ
村
と
の
関
係
で
あ
る
。
第
二
段
階
の
神
事
は
、
隅
田
一
族
が
構
成

員
を
占
め
物
的
準
備
を
調
え
る
「
庁
座
」
と
、
司
祭
者
で
あ
る
供
僧
・
祢
宜
・
神
子

等
が
属
す
る
「
僧
座
」
・
「
神
子
座
」
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
、
「
庁
座
」
が
上
位
、
「
僧

座
」
・
「
神
子
座
」
が
下
位
に
位
置
す
る
と
い
う
序
列
が
確
立
し
て
い
た
。
こ
れ
ま
で

の

研
究
は

主
に

こ
の
神
事
に
注
目
し
て
き
た
が
、
「
僧
座
」
・
「
神
子
座
」
の
人
々
は
神

事
以
外
の

日
常
的
な
諸
事
を
実
際
に
遂
行
す
る
と
い
う
役
割
も
担
っ
て
い
た
。

　
神
事
以
外
の

諸
事
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
詳
細
は

不
明
で
あ
る
が
、
一
五
世
紀
に
は
隅
田
一
族
の
ひ
と
り
葛
原
氏
が
「
宮
奉
行
」
を
勤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
＞

め
、
運
営
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
宮
奉
行
」

葛
原
氏
の

役
割
に
つ
い
て
は
永
享
二
（
一
四
三
〇
）
年
に
隅
田
一
族
に
対
し
て
供
僧

（社
僧
）
六
名
が
葛
原
氏
の
行
状
を
訴
え
た
申
状
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
知
ら

　
（
1
2
）

れ

る
。
す
な
わ
ち
葛
原
氏
は
供
僧
が
行
な
う
神
事
そ
の
他
庶
務
の
統
括
・
監
督
に
当

た

っ

て

い
た

こ
と
、
供
僧
は
反
発
を
し
な
が
ら
も
「
宮
奉
行
」
葛
原
氏
、
さ
ら
に
隅

田
一
族
に
支
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
等
で
あ
る
。
宮
座
組
織
で
の
社
人
の
位
置
か
ら
考

え
る
と
、
彼
ら
も
供
僧
と
同
じ
立
場
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
一
五
世

紀
中
頃
土
地
集
積
を
進
め
て
い
っ
た
葛
原
氏
は
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
原
理
に
よ
っ
て
在
地

領
主
連
合

を
再
編
成
し
、
隅
田
八
幡
宮
運
営
の
主
導
権
を
握
ろ
う
と
し
て
い
た
と
言

わ

れ
て

い

る
が
、
そ
う
し
た
動
き
を
認
め
つ
つ
も
、
葛
原
氏
の
非
道
に
つ
い
て
供
僧

が
隅

田
一
族
に
訴
え
て
い
る
こ
と
や
、
そ
の
後
も
同
宮
の
諸
事
が
隅
田
一
族
の
評
定

に

よ
っ
て
決
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
中
世
後
半
ま
で
隅
田
八
幡
宮

運
営

は
基
本
的
に
隅
田
一
族
に
よ
る
合
議
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
供
僧
・
社
人
は
隅
田
一
族
に
支
配
さ
れ
、
神
事
そ
の
他
の
庶
務
を
遂
行

す

る
と
い
う
関
係
も
、
基
本
的
に
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
中
世
隅
田
八
幡
宮
運
営
の
在
り
方
は
近
世
の
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
に

あ
た
っ
て
貴
重
な
視
角
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
す
な
わ
ち
隅
田
一
族
や
「
宮
奉
行
」

の

役
割

は
い
っ
た
い
誰
が
果
た
す
の
か
、
ま
た
同
宮
運
営
を
進
め
る
う
え
で
不
可
欠

な
供
僧
や
社
人
は
ど
う
い
う
位
置
付
け
を
与
え
ら
れ
た
の
か
。
隅
田
八
幡
宮
は
近
世

初
頭

に
荘
民
す
べ
て
に
解
放
さ
れ
た
荘
鎮
守
に
な
っ
た
と
評
価
し
て
き
た
こ
れ
ま
で

の

研
究
は
、
中
世
の
同
宮
運
営
方
式
が
隅
田
一
族
と
供
僧
・
社
人
の
重
層
的
な
構
造

で
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
を
視
野
に
入
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
上
位
と
下
位
と
い

う
位
置
付
け
は
、
隅
田
一
族
と
供
僧
・
社
人
の
関
係
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
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氏
子
村
一
六
ヵ
村
の
村
民
と
供
僧
・
社
人
の
関
係
に
持
ち
込
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

隅
田
一
族
と
中
小
農
民
だ
け
で
な
く
、
供
僧
・
社
人
と
い
っ
た
宗
教
者
も
視
野
に
入

れ

な
け
れ
ば
隅
田
荘
地
域
社
会
の
全
体
像
を
描
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
地

域
社
会
が
宗
教
者
に
ど
う
い
う
位
置
付
け
を
与
え
て
い
く
の
か
、
農
民
と
他
身
分
・

他
集
団
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
複
合
と
い
う
視
点
を
導
入
す
る
と
い
う
点
で
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

は
近
世
地
域
社
会
論
全
体
に
と
っ
て
も
重
要
な
課
題
だ
と
考
え
る
。

　
以

上
、
大
き
く
ふ
た
つ
の
問
題
を
中
心
に
論
じ
て
い
く
こ
と
で
、
中
世
か
ら
近
世

へ
の

移
行
過
程
に
お
け
る
隅
田
荘
地
域
社
会
の
質
的
変
化
の
過
程
を
み
て
い
き
た
い
。

一　
「
庄
中
」
の
成
立
と
隅
田
一
族

　
一
五
世
紀
に
な
る
と
中
小
農
民
の
経
済
的
成
長
や
そ
の
組
織
的
抵
抗
に
よ
っ
て
、

隅

田
一
族
は
在
地
領
主
と
し
て
危
機
に
直
面
し
て
い
っ
た
。
こ
の
危
機
を
脱
す
る
た

め
、
一
六
世
紀
に
な
る
と
隅
田
一
族
は
上
級
権
力
畠
山
氏
の
被
官
と
な
り
た
び
た
び

出
陣
、
軍
功
に
よ
っ
て
対
外
的
発
展
を
遂
げ
る
が
、
一
方
で
在
地
領
主
の
不
在
は
中

小
農
民
の

成
長

を
助
長
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
中
小
農
民
勢
力
の
成
長
は
天
正

十
八

（
一
五
九
〇
）
年
三
月
十
一
日
付
の
溜
め
池
築
造
に
関
す
る
応
其
上
人
の
書
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

案
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
宛
先
に
「
隅
田
名
乗
中
」
、
続
い
て
「
同

地
下
人
中
」
が
並
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
地
下
人
中
」
こ
そ
が
中
世
後

半
に
成
長
し
て
き
た
中
小
農
民
結
合
の
姿
で
あ
り
、
こ
の
事
実
か
ら
中
小
農
民
が
荘

内
に
お
い
て
隅
田
一
族
と
拮
抗
す
る
ま
で
に
成
長
を
遂
げ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
き

た
。
そ
し
て
中
小
農
民
は
さ
ら
に
成
長
を
遂
げ
、
慶
長
十
九
（
一
六
一
四
）
年
に
は

兵
火
で
焼
失
し
て
い
た
隅
田
八
幡
宮
の
再
建
が
彼
ら
を
中
心
に
進
め
ら
れ
こ
と
と
な

る
。　

　
　
　
　
八
幡
宮
御
や
し
ろ
二
付
而

　
　
　
　
　
　
　
　
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　

　
　
一
庄
中
人
へ
ち
壱
人
も
の
こ
ら
す
壱
升
つ
〉
、
村
々
き
も
い
り
の
者
口
り
急
度

　
　
　
取
渡

し
可
仕
候
、
但
他
国
之
衆
に
て
も
八
幡
之
氏
下
二
居
申
者
、
女
・
わ
ら

　
　
　
べ
ニ
よ
ら
す
出
之
可
申
事

　
　
一
氏
人
之
御
衆
も
其
在
所
よ
り
理
り
申
壱
升
つ
〉
、
其
上
ハ
相
応
御
心
さ
し
次

　
　
　
第
可
申
渡
候
事

　
　
一
如
此
申
合
候
上
ハ
、
右
御
屋
城
出
来
仕
候
迄
ハ
御
神
事
ヲ
も
相
留
、
村
々
相

　
　
　
応
之
見
斗
二
観
進
御
入
可
被
成
候
事
、
為
其
庄
中
連
判
如
此
候
、
殊
更
八
幡

之
御
事
二
候
間
、
如
在
申
間
敷
候
、
諸
事
御
談
合
次
第
相
違
有
間
敷
候
事
、

為
後
日
如
件

　
慶
長
拾
九
年
七
月
十
六
日

　
　
河
瀬
村
　
太

郎
左
衛
門
画
山
内
村
孫
六
㊥

　
　
寺
地
　
　
百
済
（
略
押
）
　
平
野
村
　
九
郎
衛
門
尉
（
花
押
）

　
　
二
郎
左
衛
門
尉
（
略
押
）

兵
五

上
兵
五

中
嶋

同中
下
村

小
口

衛
門
尉
（
略
押
）

二
郎
右
衛
門
尉
㊥
　
下
兵
五
　
喜
介
（
略
押
）

藤
右
衛
門
尉
㊥
　
さ
か
い
原
　
伝
介
（
花
押
）

九
郎
衛
門
尉
（
略
押
）

孫
左
衛
門
尉
（
略
押
）
　
唐
之
尾
村
　
源
兵
衛
（
略
押
）
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芋
生
村
　
伝
蔵
（
花
押
）

下
上
田

　
仁
介
（
花
押
）

　
　
　
　
　
た
る
い
　
弥
十
郎
（
花
押
）

　
　
　
　
　
中
道
　
　
伝
介
（
花
押
）
　
赤
つ
か
村
　
七
衛
門
尉
（
花
押
）

　
　
　
　
　

こ
い
の
村
弥
吉
（
花
押
）
　
た
ん
宮
本
　
阿
閣
利
坊
（
花
押
）

　
「
氏
人
之
御
衆
」
と
は
隅
田
一
族
を
指
し
、
彼
ら
に
一
定
の
権
限
が
存
続
し
て
い
る

も
の
の
、
「
庄
中
人
へ
ち
壱
人
の
こ
ら
ず
」
再
建
の
費
用
を
出
す
こ
と
が
定
め
ら
れ
て

い

る
こ
と
か
ら
、
隅
田
八
幡
宮
は
荘
民
す
べ
て
に
解
放
さ
れ
た
荘
鎮
守
に
な
っ
た
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

こ
の
史
料
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
も
う
少
し
丁
寧
に
読
む
と
、
こ
の
史
料

に

は

近
世
隅
田

八
幡
宮
運
営
に
つ
い
て
考
え
る
い
く
つ
か
の
手
が
か
り
が
示
さ
れ
て

い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
を
三
点
あ
げ
て
み
よ
う
。

　
一
点
目
は
「
庄
中
」
と
い
う
枠
組
み
が
隅
田
八
幡
宮
運
営
の
単
位
に
な
っ
た
こ
と

が
知

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
連
名
す
る
二
〇
名
は
「
庄
中
連
判
」
の
者
で

あ
り
、
二
〇
名
に
は
霜
草
村
を
除
く
氏
子
村
一
五
ヵ
村
の
肩
書
き
を
付
し
た
人
物
が

み

え
る
が
、
名
字
を
名
乗
る
者
や
隅
田
一
族
の
者
で
あ
る
こ
と
を
記
し
た
者
は
見
当

ら
な
い
。
ま
た
大
半
の
村
は
各
村
一
名
で
あ
り
、
各
人
は
村
の
代
表
、
す
な
わ
ち
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　

役
人
と
し
て
連
判
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
、
「
村
々
き
も
い
り
の
者
口

り
急
度
相
渡
し
」
、
「
村
々
相
応
之
見
斗
」
と
村
を
単
位
に
「
庄
中
」
と
し
て
結
集
し
、

各
村
の
代
表
が
「
諸
事
御
談
合
」
の
う
え
隅
田
八
幡
宮
運
営
を
執
り
行
っ
て
い
た
こ

と
が
こ
の
史
料
か
ら
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
先
の
天
正
十
八
年
文
書
と
比

較
す

る
と
、
こ
の
「
庄
中
」
の
成
立
は
中
小
農
民
の
結
集
形
態
が
新
た
な
段
階
に
到

達

し
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
天
正
十
八
年
文
書
の
「
隅
田
名
乗
中
」

は
在
地
領
主
隅
田
一
族
の
地
域
的
な
同
族
結
合
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
峙
し
た
「
地
下

人
中
」
も
お
そ
ら
く
は
村
を
単
位
に
し
た
結
集
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
「
庄
中
」
は
明
ら
か
に
村
を
単
位
に
し
た
結
集
形
態
な
の
で
あ
る
。
村
を

単
位
に

し
な
い
「
地
下
人
中
」
か
ら
村
を
単
位
に
し
た
「
庄
中
」
へ
と
中
小
農
民
の

結
集
形
態
が
変
化

し
た
こ
と
を
、
天
正
十
八
年
文
書
と
慶
長
十
九
年
文
書
の
比
較
か

ら
読
み
取
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
中
世
の
隅
田
荘
に
属
す
る
村
々
に
は
「
庄
中
」
一
六
ヵ
村
の
他
に
、
只
野
・
須
河
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

谷
奥
深
・
彦
谷
・
上
夙
の
五
ヵ
村
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
五
ヵ
村
が
い
つ
、

ま
た
何
故
近
世
に
は
隅
田
八
幡
宮
の
氏
子
村
と
な
ら
な
か
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る

が
、
中
世
の
隅
田
荘
と
い
う
枠
組
み
は
い
っ
た
ん
解
消
し
て
、
そ
こ
か
ら
自
立
し
た

地
縁
共
同
体
で
あ
る
村
を
単
位
に
「
庄
中
」
と
し
て
結
集
し
、
隅
田
八
幡
宮
運
営
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

一
端
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。
「
庄
中
」
は
庄
内
安
全
・
五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る
隅
田

八
幡
宮
祭
祀
の
み
を
結
合
契
機
と
す
る
村
連
合
で
あ
り
、
支
配
単
位
で
は
な
く
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

た
林
野
・
水
利
に
つ
い
て
は
三
～
七
ヵ
村
に
よ
る
「
郷
中
」
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。

長
男
の
生
ま
れ
た
家
は
そ
の
年
の
隅
田
八
幡
宮
の
神
輿
に
供
奉
す
る
と
い
う
「
氏
子

入

り
」
の
儀
式
は
「
村
入
り
」
の
意
味
も
兼
ね
備
え
て
い
た
し
、
元
服
の
儀
式
も
同

　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

宮
で
執
り
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
村
の
代
表
が
連
判
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
庄
中
」
は
特

定
の

家
筋
の
者
だ
け
で
運
営
さ
れ
る
の
で
は
な
く
村
役
人
が
担
い
手
で
あ
り
、
そ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

に

近
世
の

村
連
合
と
し
て
の
特
質
が
み
ら
れ
る
。
運
営
に
関
わ
る
入
用
は
村
を
通
じ

て

す
べ
て
の
氏
子
が
負
担
す
る
が
、
そ
の
運
営
は
村
役
人
が
担
っ
て
お
り
、
そ
れ
以

外
の
農
民
は
基
本
的
に
「
庄
中
」
の
運
営
に
直
接
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

隅
田
八
幡
宮
は
村
民
の
信
仰
を
集
め
、
そ
の
運
営
に
あ
た
る
「
庄
中
」
は
農
民
の
職
　
　
鵬
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能
的
村
連
合
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
二
点
目
は
隅
田
一
族
の
関
わ
り
方
で
あ
る
。
「
氏
人
之
御
衆
」
で
あ
る
隅
田
一
族
は

「
庄
中
人
へ
ち
」
よ
り
再
建
費
用
を
多
く
負
担
し
て
お
り
、
依
然
一
定
の
権
限
を
保

持

し
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
指
摘
を
検
証
す
る
た
め
隅
田
一
族
と
中
小

農
民
の

経
済
力
を
慶
長
検
地
帳
か
ら
確
か
め
て
み
た
い
。

　
太
閤
検
地
が
徹
底
し
て
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
紀
伊
国
で
は
浅
野
氏
に
よ
る
慶
長
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

（
一
六
〇
一
）
年
検
地
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
検
地
を
経
て

氏
子
村
一
六
ヵ
村
各
村
の
村
高
が
表
1
の
よ
う
に
確
定
す
る
。
な
お
こ
の
検
地
の
際
、

隅

田
八
幡
宮
お
よ
び
そ
の
宮
域
は
高
一
〇
石
四
二
三
と
宮
山
四
町
四
方
の
宮
檀
村
と

し
て
一
ヵ
村
の
扱
い
を
う
け
、
年
貢
免
除
地
と
な
っ
て
い
る
。
一
六
ヵ
村
の
う
ち
隅

田

八
幡
宮
が
あ
る
宮
檀
村
と
接
し
、
一
六
ヵ
村
の
な
か
で
は
平
均
的
な
村
高
で
あ
る

垂
井
村
の
所
持
高
分
布
を
表
2
に
示
し
た
。
隅
田
一
族
、
供
僧
・
社
人
等
、
そ
れ
以

表1　「庄中」16ヵ村の村高

高村名村

227石008
582．924
467．228
144．915
160．266
107．419
266．927
219．379
677．761
253．181
373．396
109．006
398．155
294．22
349．261
326．363

河瀬村

下兵庫村

上兵庫村

中島村

境原村

杉尾村

霜草村

平野村

山内村

垂井村

芋生村

中下村

上田村

中道村

赤塚村

恋野村

備考：紀州御検地帳写（『和歌山県史』近世史

料1）より作成。

蹴撒
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

垂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
5

齢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
杣

搬
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
章

慶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田

2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隅

表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
炉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
微

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
粥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鰐

外

の
一
般
農
民
の
三
つ
に
分
け
た
が
、
高
三
一
石
余
の
市
助
は
隅
田
家
の
系
図
に
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

え
る
隅
田
忠
直
市
助
の
こ
と
、
高
二
五
石
余
の
菊
右
衛
門
は
元
和
八
（
一
六
二
二
）

年
の
隅
田
一
族
定
状
に
名
を
連
ね
る
隣
村
中
島
村
居
住
の
野
口
菊
右
衛
門
の
こ
と
と

隅田一族 供僧・社人他 一般農民

石以上　石未満 戸 戸 戸

30～35 1（1）　市助

25～30 1　　　菊右衛門

20～25
15～20 1（1）

10～15 1　阿闇梨 1（1）

9～10
8～　　9

7～　　8 1　角之坊 1

6～　　7 1　新之坊

5～　　6 1　長　泉 3（2）

4～　　5 3

3～　　4 1　中姓院 6（2）

2～　　3 2　神子・南之坊 10（1）
1～　　2 1　乾之坊 17（2）
1石未満 2　宗覚・長玄 26
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（
2
4
）

判
断
し
た
。
他
村
に
居
住
す
る
野
口
菊
右
衛
門
が
第
二
位
の
高
持
で
あ
る
こ
と
か
ら

も
わ
か
る
よ
う
に
隅
田
地
域
で
は
こ
の
時
期
相
当
な
出
入
作
関
係
が
あ
っ
た
も
の
と

思
わ

れ
、
一
村
だ
け
か
ら
各
人
の
総
所
持
高
や
そ
の
経
済
力
を
判
断
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
も
の
の
、
表
2
に
よ
る
と
一
般
農
民
は
五
石
未
満
に
集
中
し
て
お
り
依
然
隅

田
一
族
の
所
持
高
が
抜
き
出
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
隅
田
一
族
は
中
小
農
民
よ

り
多
く
の
負
担
に
耐
え
ら
れ
る
だ
け
の
経
済
力
を
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
多
額

の

再
建
費
用

を
要
す
る
慶
長
十
九
年
段
階
で
隅
田
一
族
が
「
氏
人
之
御
衆
」
と
し
て

扱
わ

れ
て

い

る
の
は
、
こ
う
し
た
経
済
力
に
ひ
と
つ
の
根
拠
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
五

石
未
満
の
農
民
に
も
役
家
を
勤
め
る
者
が
五
名
い
る
よ
う
に
、
中
小
農
民
も
経
済
的
、

そ
し
て
政
治
的
に
成
長
し
て
い
た
。

　
ま
た
連
判
の
な
か
に
「
寺
地
　
百
済
」
の
名
が
み
え
る
が
、
こ
れ
は
隅
田
一
族
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

氏
寺
で
あ
る
利
生
護
国
寺
の
こ
と
で
あ
る
。
「
庄
中
」
が
隅
田
八
幡
宮
の
実
権
を
掌
握

し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
「
氏
人
之
御
衆
」
の
存
在
や
こ
う
し
た
氏
寺

利
生
護
国
寺
の
連
判
と
い
う
事
実
か
ら
す
る
と
、
慶
長
十
九
年
段
階
で
の
隅
田
一
族

の

存
在
に
つ
い
て
も
う
少
し
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。

　
で

は
隅
田
一
族
が
保
持
す
る
一
定
の
権
限
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

近
世
の

な
か
で
ど
う
い
う
経
過
を
辿
っ
て
い
く
の
か
、
運
営
に
直
接
関
わ
る
よ
う
な

権
限

と
神
事
上
の
特
権
の
ふ
た
つ
の
側
面
か
ら
み
て
い
こ
う
。
ま
ず
前
者
か
ら
。

　
　
一
書
申
入
候
、
然
ハ
八
幡
様
南
之
御
き
し
去
年
庄
中
各
様
御
よ
り
被
成
、
弥
前
々

　
　
の

こ
と
く
八
幡
様
之
御
岸
に
相
定
り
相
済
申
候
、
其
付
な
り
木
茶
園
庄
中
よ
り

　
　
八
坊
へ
御
預
ケ
被
成
候
間
八
坊
預
り
置
申
候
、
然
所
二
庄
中
各
様
よ
り
御
状
御

　
　
こ
し
被
成
候
由
、
何
か
と
出
入
罷
成
候
得
者
い
か
〉
二
候
間
、
我
等
共
ハ
長
泉
二

や

り
候
て
も
重
而
之
八
幡
様
之
御
領
の
御
き
し
か
た
ぎ
二
成
候
ヘ
ハ
め
い
わ
く

二
候
間
、
只
今
よ
り
庄
中
各
様
へ
上
ケ
置
申
候
間
、
如
何
様
共
御
八
幡
様
之
御

か

た
ぎ
ち
か
い
不
申
候
様
二
被
成
可
被
下
候
、
為
其
一
筆
申
入
候
、
伍
如
件

　
寛
永
八
年
卯
月
十
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ん

　
　
須

田
庄
中

　
　
同
須
田
名
字
御
衆

　
　
　
　
　
　
　
ま
い
る

こ
の
寛
永
八
（
一
六
三
一
）

　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

阿

し
や
り

い

ぬ
い
坊

中
ノ
坊

新
　
坊

角
之
坊

宗
　
覚

印
判

同同書
判

同筆
つ
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
史
料
全
体
の
意
味
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

隅
田
八
幡
宮
の
樹
木
お
よ
び
茶
園
の
所
有
・
管
理
に

関
わ
る
文
書
で
あ
ろ
う
。
「
庄
中
各
様
御
よ
り
被
成
」
、
「
只
今
よ
り
庄
中
各
様
へ
上
ケ

置
申
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
庄
中
」
が
同
宮
運
営
の

権
限
全
般
を
掌
握
し
て
い
る
が
、
天
正
十
八
年
文
書
の
「
隅
田
名
乗
中
」
と
「
同
地

下
人
中
」
と
同
じ
く
、
こ
こ
で
も
「
須
田
庄
中
」
と
「
同
須
田
名
字
御
衆
」
が
並
記

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
天
正
十
八
年
文
書
と
は
違
い
隅
田
一
族
は
「
庄
中
」
の
後
に

記
載

さ
れ
て
お
り
、
両
者
の
立
場
は
す
で
に
逆
転
し
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

具
体
的
中
身
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
が
、
隅
田
一
族
が
中
世
以
来
保
持
し
て
き
た
権
限

は
徐
々
に
形
骸
化
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
中
世
後
半
か
ら
続
い
た
隅

田
一
族
と
中
小
農
民
の
拮
抗
関
係
は
終
わ
り
を
迎
え
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

終
息
の
時
期
を
確
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
た
と
え
ば
寛
文
七
（
一
六
六
七
）
年
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に

慶
長
検
地
で
免
除
地
と
な
っ
た
隅
田
八
幡
宮
林
に
つ
い
て
、
護
摩
堂
が
そ
の
管
理

を
す
る
代
償
と
し
て
、
下
草
刈
取
り
を
「
庄
中
」
か
ら
許
可
さ
れ
た
際
に
交
わ
さ
れ

た
証
文
で
は
宛
名
は
「
隅
田
庄
中
庄
屋
中
」
だ
け
で
あ
り
、
文
中
に
も
隅
田
一
族
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

存
在
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
中
世
後
半
以
来
続
い
た
隅
田
一
族
と
中
小
農
民
の
拮
抗
関
係
は
一
七
世
紀
中
ご
ろ

終
わ
り
を
告
げ
、
隅
田
一
族
は
慶
長
検
地
に
よ
っ
て
確
定
し
た
村
を
単
位
と
す
る
「
庄

中
」
に
包
摂
さ
れ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
過
程
で
武
士
と

農
民

と
い
う
微
妙
な
立
場
を
行
き
来
し
た
在
地
領
主
隅
田
一
族
が
地
士
「
隅
田
組
」
、

あ
る
い
は
農
民
と
し
て
そ
の
地
位
を
確
定
す
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。

　
次
に

神
事
上
の

特
権
に
つ
い
て
。
隅
田
一
族
が
近
世
に
お
い
て
も
神
事
上
の
特
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

を
有
し
て
い
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
特

権
と
し
て
は
放
生
会
・
雨
乞
い
・
遷
宮
等
の
際
催
さ
れ
る
操
り
・
能
・
相
撲
見
物
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

際
に

特
別
に
設
け
ら
れ
た
桟
敷
に
詰
め
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
桟
敷
の
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

在
は
中
世
史
料
か
ら
も
確
認
で
き
、
近
世
に
お
け
る
神
事
上
の
特
権
も
こ
れ
を
継
承

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
神
事
の
際
の
長
刀
持
も
彼
ら
だ
け
が
順
番
で
勤
め

る
こ
と
が
で
き
る
特
権
で
あ
っ
た
。

　
天
和
元

（
一
六

八
一
）
年
桟
敷
を
め
ぐ
っ
て
「
庄
中
」
と
隅
田
一
族
の
間
で
争
論

が
お

こ
る
。
「
隅
田
衆
並
花
岡
右
衛
門
七
」
が
桟
敷
に
日
覆
い
を
設
け
た
と
こ
ろ
「
庄

中
」
は
先
例
が
な
い
と
反
発
、
桟
敷
の
位
置
を
確
認
し
た
う
え
で
和
解
し
た
と
い
う

　
　
　
（
3
1
）

も
の
で
あ
る
。
こ
の
争
論
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
庄
中
」
が
運
営
の
主
導
権
を

掌
握
し
て
い
き
な
が
ら
近
世
を
通
じ
て
隅
田
一
族
は
神
事
上
の
特
権
を
完
全
に
失
う

こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
庄
屋
は
「
氏
子
惣
代
」
、
「
世
話
人
」
と
し
て
神

　
　
　
　
　
（
3
2
）

事
に
参
加
す
る
が
、
一
七
世
紀
段
階
で
は
そ
の
他
の
農
民
が
広
く
関
わ
る
と
い
う
こ

と
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
放
生
会
に
お
い
て
各
村
ご
と
に
屋
台
を
繰
り
出
し
、
広

く
一
般
農
民
が
参
加
す
る
と
い
う
祭
礼
の
在
り
方
は
一
八
世
紀
後
半
以
降
成
立
し
た

も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
近
世
に
お
い
て
も
神
事
の
場
で
は
特
権
が
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
地
域
社
会

論
に

と
っ
て
は
軽
視
で
き
な
い
と
考
え
る
が
、
一
八
世
紀
初
頭
頃
ま
で
に
は
こ
う
し

た

特
権
を
保
持
す
る
の
は
隅
田
一
族
で
は
な
く
隅
田
組
へ
と
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
に

も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
八
世
紀
に
な
る
と
隅
田
組
は
由
緒
を
語
る
と
き
「
隅

田

八
幡
宮
神
前
仲
間
桟
敷
之
儀
者
正
面
二
御
座
候
二
付
、
古
来
6
相
詰
来
り
候
義
二

御
座
候
」
と
い
仁
縄
、
中
世
以
来
の
桟
敷
の
権
利
を
継
承
す
る
の
は
隅
田
組
で
あ
っ

て
、
た
と
え
隅
田
一
族
の
系
譜
を
引
く
家
筋
で
あ
っ
て
も
隅
田
組
で
な
け
れ
ば
桟
敷

に

詰
め

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
対
し
て
隅
田
一
族
の
系
譜
を
引
く

家
筋
の
者
は
不
満
を
抱
い
て
い
た
。

　
　
　
　
　
覚

　
　
一
隅
田
八
幡
宮
神
役
仕
来
之
趣
被
為
遊
御
尋
候
二
付
、
去
ル
六
月
垂
井
村
6
指

　
　
　
上
被
申
候
書
付
之
中
、
須
田
名
字
中
尾
崎
氏
桟
敷
打
来
候
と
書
上
被
申
候
由

　
　
　
承
候
、
名
字
中
と
申
ハ
子
細
有
之
儀
二
候
間
、
右
之
書
付
御
申
下
シ
名
字
中

　
　
　

と
有
之
処
ヲ
改
、
書
替
御
指
上
可
然
被
存
候
、
尤
庄
中
二
も
仕
来
之
儀
委
細

　
　
　
書
付
等
有
之
筈
二
候
、
以
上

　
　
　
　
子

ノ
七
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
田
槙
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
田
貞
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塙
坂
浅
右
衛
門
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野
口

理
左
衛
門

　
　
　
　
　
年
行
司
中
道
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
五
郎
殿

　
　
　
　
　
同
断
下
上
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
　
庄
屋
衆
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　

こ
の
史
料
は
差
出
人
と
宛
名
か
ら
一
八
世
紀
初
頭
の
史
料
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ

ら
く
は
神
事
上
の
特
権
を
有
す
る
者
は
誰
か
と
い
う
藩
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し

て
、
隅
田
一
族
で
は
あ
る
が
隅
田
組
で
は
な
い
垂
井
村
尾
崎
氏
は
桟
敷
に
詰
め
る
の

は
「
須
田
名
字
中
」
と
返
答
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
隅
田
組
の
竹
田
槙
右
衛
門
他
三

名
は
「
名
字
中
と
有
之
処
ヲ
改
、
書
替
御
指
上
可
然
」
と
「
庄
屋
衆
中
」
に
意
見
を

述
べ
た
。
神
事
上
の
特
権
が
隅
田
組
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
隅
田
組
で

は
な
い
隅
田
一
族
が
不
満
を
抱
い
て
い
た
様
子
が
窺
え
よ
う
。
一
八
世
紀
初
頭
以
降

は
藩
か
ら
認
め
ら
れ
た
隅
田
組
の
特
権
で
あ
っ
て
、
隅
田
一
族
の
系
譜
を
引
く
家
筋

で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
桟
敷
に
詰
め
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
特
権
は
在
地
領
主
と
し
て
隅
田
一
族
が
隅
田
荘
に
お
け
る
自
己
の
地

位
を
表
現
す
る
た
め
獲
得
・
継
承
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
失
う
と
い
う
こ

と
は
在
地
領
主
と
し
て
の
隅
田
一
族
の
歴
史
が
完
全
に
終
わ
り
を
告
げ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
う
し
た
機
能
は
失
わ
れ
る
の
で
は
な
く
隅
田
組
に
継
承
さ

れ
て

い
っ

た
。
隅
田
組
は
放
生
会
の
際
、
桟
敷
に
槍
を
持
ち
詰
め
る
こ
と
に
固
執
し

て

お

り
、
彼
ら
に
と
っ
て
こ
の
特
権
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら

（3
5
）

れ

る
。
近
世
に
お
け
る
神
事
上
の
特
権
に
つ
い
て
は
武
士
と
し
て
、
あ
る
い
は
農
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

と
し
て
参
加
し
た
の
か
と
い
う
尺
度
の
み
か
ら
評
価
さ
れ
、
そ
の
存
在
の
意
味
自
体

は
案
外
軽
視
さ
れ
て
き
た
が
、
一
般
村
民
と
は
違
う
社
会
的
地
位
を
表
現
す
る
場
と

し
て
神
事
上
の
特
権
が
機
能
し
て
い
た
こ
と
の
意
味
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。

　
隅

田
一
族
と
近
世
隅
田
八
幡
宮
の
関
係
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。
残
念
な
が

ら
近
世
初
頭
に
隅
田
一
族
が
有
し
て
い
た
運
営
に
関
わ
る
権
限
の
具
体
的
中
身
に
つ

い
て

は
わ
か
ら
な
い
が
、
一
六
ヵ
村
の
連
合
で
あ
る
「
庄
中
」
が
実
権
を
掌
握
し
つ

つ

も
、
「
氏
人
」
で
あ
る
隅
田
一
族
と
そ
の
他
の
農
民
に
は
依
然
権
限
に
差
が
あ
っ

た
。
近
世
初
頭
に
は
「
隅
田
名
乗
中
」
と
い
う
隅
田
一
族
の
同
族
結
合
は
依
然
機
能

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
史
料
上
で
は
一
七
世
紀
中
頃
か
ら
「
隅
田
名
乗
中
」

や

隅

田
一
族
の
権
限
を
示
す
よ
う
な
表
現
は
み
え
な
く
な
り
、
そ
れ
以
降
「
氏
人
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

に

代
わ
っ
て
一
六
ヵ
村
の
村
民
を
指
す
「
氏
子
」
が
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
頃
に
な

る
と
村
民
は
等
し
く
「
氏
子
」
と
な
り
、
隅
田
一
族
も
運
営
に
関
わ
る
権
限
を
喪
失

し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
隅
田
一
族
が
中
世
以
来
保
持
し
て
き
た
権
限
を
喪
失
し
て

い

く
こ
う
し
た
過
程
に
つ
い
て
、
中
小
農
民
が
経
済
的
に
成
長
し
、
隅
田
一
族
に
と
っ

て

も
隅
田
八
幡
宮
運
営
を
掌
握
す
る
こ
と
の
意
義
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
理
由
か
ら

　
　
　
　
　
（
3
8
）

説
明

さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
も
ひ
と
つ
の
要
因
で
は
あ
る
が
、
本
質
的
に
は
兵
農
分
離

に

よ
っ
て
在
地
領
主
制
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
、
中
小
農
民
が
村
を
単
位
に
結
集
し
「
庄

中
」
と
し
て
隅
田
一
族
に
対
時
し
た
こ
と
、
と
い
う
点
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
兵
農
分
離
に
よ
っ
て
隅
田
一
族
は
武
力
を
保
持
す
る
地
域
権
力
と
し
て
君
臨

す
る
こ
と
を
否
定
さ
れ
た
た
め
、
彼
ら
が
運
営
の
面
で
権
限
を
保
持
で
き
る
根
拠
は
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中
小
農
民
よ
り
も
抜
き
出
た
経
済
力
の
み
と
な
っ
た
。
し
か
し
中
小
農
民
が
村
を
単

位
に

結
集
し
、
個
々
で
は
弱
小
な
経
済
力
を
村
請
に
よ
っ
て
補
完
す
る
こ
と
で
、
そ

の

課
題
も
克
服
さ
れ
て
い
っ
た
。
一
七
世
紀
中
ご
ろ
隅
田
荘
の
村
々
は
政
治
的
高
揚

　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

期
を
迎
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
隅
田
一
族
が
地
士
「
隅
田
組
」
、
あ
る
い
は
農
民

と
し
て
身
分
を
確
定
す
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
柄
の
相
互
作
用
に
よ
っ

て
、
一
七
世
紀
中
ご
ろ
隅
田
一
族
の
同
族
結
合
は
運
営
の
面
で
の
独
自
の
権
限
を
喪

失
し
、
「
庄
中
」
に
包
摂
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
隅
田
一
族
か
ら
隅
田
組
へ
と
い

う
重
要
な
変
化
は
お
こ
る
も
の
の
、
一
般
村
民
と
は
違
う
社
会
的
地
位
を
表
現
す
る

場

と
し
て
の
神
事
の
機
能
は
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
も
見
逃
し
て
は
い
け
な
い
。

　
慶
長
十
九
年
文
書
か
ら
指
摘
で
き
る
三
点
目
は
「
た
ん
宮
本
　
阿
閣
利
坊
」
と
供

僧
の

代
表

も
連
判
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
時
期
の
供
僧
の
位
置
を
現

わ

し
て
お
り
注
意
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
全
く
問
題
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

点
で
あ
る
。
近
世
の
供
僧
に
つ
い
て
は
次
章
以
下
で
詳
し
く
述
べ
て
い
く
こ
と
に
し

よ
う
。二

　
「
庄
中
」
と
宗
教
者

　
慶
長
十
九
年
文
書
に
村
々
の
代
表
と
と
も
に
、
「
た
ん
宮
本
阿
閣
梨
坊
」
が
連
判

し
て
い
る
が
、
「
た
ん
」
は
隅
田
八
幡
宮
境
内
の
小
名
で
あ
る
「
壇
」
の
こ
と
で
あ

り
、
供
僧
が
こ
の
「
壇
」
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
、
供
僧
の
う
ち
一
臆
の
者
を
阿
闇

梨
と
呼
称
し
て
い
た
こ
と
、
こ
の
史
料
が
供
僧
で
あ
る
六
坊
家
に
伝
わ
る
こ
と
等
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

ら
、
「
た
ん
宮
本
　
阿
閣
梨
坊
」
と
は
供
僧
の
代
表
の
こ
と
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
そ

し
て
そ
れ
は
大
高
能
寺
、
社
人
・
神
子
と
は
違
う
、
こ
の
時
期
の
供
僧
の
特
別
な
位
　
　
2
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

置
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
連
判
に
登
場
し
な
い
大
高
能
寺
・
社
人
・
神
子
、

連
判
に

登
場
す
る
供
僧
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
と
「
庄
中
」
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て

い
こ
う
。日

　
大
高
能
寺
・
社
人
・
神
子

　
一
八
世
紀
初
頭
の
史
料
に
よ
る
と
大
高
能
寺
は
隅
田
八
幡
宮
同
様
に
中
世
後
半
兵

火
に

よ
っ
て
焼
失
、
僧
が
不
在
と
な
る
時
期
が
あ
っ
た
が
、
一
七
世
紀
中
ご
ろ
の
僧

栄
遍
が
再
興
に

努
力
し
、
幕
府
の
本
末
制
度
の
編
成
に
よ
り
寛
文
年
間
（
一
六
六
一

～
一
六
七
二
）
に
は
真
言
宗
古
義
京
都
仁
和
寺
直
末
と
な
り
、
庄
内
二
〇
ヵ
寺
の
本

　
　
（
4
1
）

寺

と
な
る
。
こ
の
二
〇
ヵ
寺
は
霜
草
村
・
中
道
村
・
境
原
村
を
除
く
「
庄
中
」
＝
二
ヵ

村
内
と
近
村
の
住
河
村
・
彦
谷
村
・
谷
奥
深
村
・
只
野
村
に
存
在
す
る
。
い
ず
れ
も

旧
隅
田
荘
域
の
村
々
で
あ
る
。
隅
田
八
幡
宮
の
境
内
に
存
在
す
る
い
わ
ゆ
る
神
宮
寺

と
し
て
荘
内
安
全
・
五
穀
豊
穣
の
祈
薦
を
勤
め
、
「
庄
中
」
か
ら
の
料
物
で
維
持
さ
れ

て

い

た
。
元
禄
一
六
（
一
七
〇
三
）
年
に
は
藩
か
ら
隅
田
八
幡
宮
別
当
職
に
任
ぜ
ら

れ

る
が
、
無
住
と
な
っ
た
末
寺
の
僧
侶
を
兼
帯
す
る
こ
と
も
多
く
、
「
庄
中
」
と
の
間

で
争
論
を
起
こ
す
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
近
世
大
高
能
寺
は
一
七
世
紀
中
ご
ろ

再
興
さ
れ
、
神
宮
寺
と
し
て
隅
田
八
幡
宮
の
管
理
経
営
を
担
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
社
人
・
神
子
は
隅
田
八
幡
宮
境
内
で
は
な
く
近
村
に
居
住
し
て
お
り
、
表

2
の
慶
長
検
地
に
神
子
の
名
が
み
え
る
よ
う
に
、
農
業
に
も
携
わ
る
が
零
細
で
あ

（4
2
）

っ

た
。
神
事
を
執
り
行
う
こ
と
で
「
庄
中
」
か
ら
渡
さ
れ
る
料
物
が
主
な
経
済
基
盤

で
あ
り
、
「
庄
中
之
心
二
違
候
而
ハ
渡
世
送
り
か
た
き
」
人
々
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め



神社と近世地域社会

大
高
能
寺
と
同
じ
く
、
「
庄
中
」
と
の
間
で
争
論
を
起
こ
す
よ
う
な
こ
と
も
な
か
っ

た
。
明
治
初
年
の
記
録
に
よ
る
と
神
主
・
小
祢
宜
は
中
島
村
の
猪
西
家
、
大
祢
宜
は

霜
草
村
の
福
知
家
が
代
々
勤
め
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

口
　
供
僧

　
応
保
元

（
＝
六
〇
）
年
空
山
上
人
が
隅
田
八
幡
宮
別
当
職
に
任
ぜ
ら
れ
下
向
し

て

来
た
際
に
と
も
に
移
住
し
て
き
た
供
僧
が
八
名
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
新
坊
・

中
之
坊
・
南
之
坊
・
辻
之
坊
・
乾
之
坊
・
角
之
坊
と
宮
使
・
承
使
の
こ
と
で
、
前
者

は
六
坊
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
隅
田
一
族
が
隅
田
八
幡
宮
支
配
を
掌
握
す
る
中

世
に

お

い
て

「
僧
座
」
に
属
し
、
隅
田
一
族
に
支
配
さ
れ
な
が
ら
神
事
そ
の
他
の
庶

務

を
実
際
に
遂
行
す
る
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
一
八
世
紀
に
な
る
と
供
僧

の

う
ち
宮
使
・
承
使
は
六
坊
よ
り
下
位
に
位
置
す
る
こ
と
が
確
定
し
、
境
内
掃
除
役

を
主
な
勤
め
と
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
以
前
は
必
ず
し
も
そ
う
し
た
位
置
・
役

割
が
明
確
に
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
後
述
す

る
よ
う
に
、
供
僧
と
「
庄
中
」
は
一
七
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
一
八
世
紀
初
頭

に

か

け
て
激
し
く
争
う
が
、
こ
の
と
き
の
「
庄
中
」
側
の
訴
状
か
ら
近
世
初
頭
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

こ
の
頃
ま
で
の
供
僧
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
供
僧
は

神
事
そ
の
他
の
庶
務
を
勤
め
る
一
方
で
妻
帯
し
、
農
業
を
営
む
「
在
家
同
然
」
の
者

た

ち
で
あ
っ
た
。
慶
長
検
地
の
際
に
は
隅
田
八
幡
宮
境
内
が
宮
檀
村
と
し
て
一
村
立

て

さ
れ
免
除
地
と
な
る
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
土
地
は
中
世
に
お
い
て
隅
田
一
族
あ
る

い

は
有
力
農
民
か
ら
同
宮
に
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
中
世
後
半
に
は
隅
田
一
族

が
神
田

と
し
て
管
理
し
、
そ
れ
を
供
僧
等
が
耕
作
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
慶
長
検
地

で

は
供
僧
の
所
持
地
と
な
り
、
宮
檀
村
と
し
て
一
村
立
て
さ
れ
、
以
後
そ
の
検
地
帳

も
供
僧
が
管
理
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
空
間
的
に
も
独
自
の
領
域
を
獲
得
し
、
一
村

立
で

き
る
よ
う
な
力
を
、
こ
の
時
期
の
供
僧
は
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
力
の
根
源
は
「
庄
中
」
よ
り
「
供
僧
八
人
之
内
元
来
世
帯
よ
ろ
し
き
方
二
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

輩
有
之

候
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
経
済
力
に
あ
る
。
表
2
か
ら
慶
長
検
地
段
階
の
供

僧
の
所
持
高
を
み
る
と
角
之
坊
・
新
坊
・
宮
使
長
泉
の
所
持
高
は
中
位
に
位
置
し
、

ま
た
六
坊
の
う
ち
一
臆
の
者
は
阿
閣
梨
を
呼
称
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
所
持

高
は
隅
田
一
族
に
次
い
で
多
い
。
中
世
後
半
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
供
僧
た
ち
は

隅

田
一
族
に
次
ぐ
経
済
力
を
維
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
「
庄
中
」
と
供
僧
は
一
七
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
一
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
不
和
な
状
態

が
続
き
、
争
い
を
起
こ
す
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
宝
永
六
（
一
七
〇
九
）
年
に
「
庄
中
」

が
供
僧
の
非
道
を
訴
え
た
史
料
に
は
大
高
能
寺
、
社
人
、
供
僧
に
つ
い
て
興
味
深
い

　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

比
較
が
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
大
高
能
寺
儀
ハ
困
窮
寺
二
而
漸
氏
子
十
六
ケ
村

祈
薦
料
物
二
而
旦
々
立
行
申
寺
」
、
「
社
人
方
打
揃
小
身
貧
臣
二
候
ヘ
ハ
か
さ
つ
な
ど

仕
ル
心
指
無
之
候
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
供
僧
は
「
氏
子
共
神
役
頼
不
申
候
と
て

も
高
拾
石
四
斗
余
り
御
除
地
之
内
ヲ
配
当
仕
、
其
外
田
地
所
持
仕
候
、
井
本
社
・
小

社
共
参
銭
一
円
た
ば
り
被
申
候
」
に
つ
き
「
庄
中
」
と
の
不
和
を
意
に
介
さ
な
い
と

い

う
の
で
あ
る
。
ま
た
供
僧
は
「
庄
中
」
か
ら
「
（
宮
檀
村
）
検
地
帳
井
神
前
散
物
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

供
僧
方
二
支
配
仕
候
之
故
地
頭
之
様
二
相
心
得
」
と
非
難
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

農
業
に
も
従
事
す
る
と
い
う
点
で
は
社
人
・
神
子
と
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
経
済
力

に

は
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
中
世
後
半
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
の
供
僧
の
動
向
を
語
る
当
該
期
の
史
料
は
残
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さ
れ
て
い
な
い
が
、
争
論
史
料
、
慶
長
検
地
帳
か
ら
知
ら
れ
る
経
済
力
、
さ
ら
に
慶

長
十
九
年
文
書
で
村
の
代
表
と
と
も
に
供
僧
の
代
表
が
連
判
し
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、

近
世
初
頭
に

お

い
て

供
僧
は
「
地
頭
之
様
二
相
心
得
」
る
こ
と
が
で
き
る
権
限
を
有

し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
権
限
が
経
済
力
だ
け
で
な
く
、
神
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

を
司
る
と
い
う
専
門
能
力
と
融
合
し
て
い
る
点
が
隅
田
一
族
と
の
違
い
で
あ
る
。

三
　
「
庄
中
」
と
供
僧
の
争
い

　
宝
永
六
（
一
七
〇
九
）
年
「
庄
中
」
と
供
僧
が
御
湯
神
楽
料
・
寄
付
料
物
の
配
当

を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
と
き
に
「
庄
中
」
が
大
庄
屋
に
差
し
出
し
た
願
書
に
は
「
供
僧

方
妻
帯
家
造
り
等
迄
富
貴
被
仕
候
故
か
三
十
七
八
年
以
前
寛
文
年
中
δ
万
事
被
任
我

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

意
二
、
氏
子
共
難
儀
仕
候
義
数
々
有
之
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
一
七
世
紀
後
半
か

ら
一
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
「
庄
中
」
と
供
僧
は
不
和
な
状
態
が
続
く
が
、
そ
の
初

発

は
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
～
一
六
七
三
）
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
寛
文
年
間

と
い
え
ば
栄
遍
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
た
大
高
能
寺
が
仁
和
寺
直
末
と
な
っ
た
時
期
で

あ
る
。
こ
の
と
き
の
「
氏
子
共
難
儀
」
を
や
は
り
享
保
六
（
一
七
二
一
）
年
の
争
論

史
料
か
ら
窺
う
と
、
「
寛
文
年
中
諸
国
寺
院
本
寺
御
改
二
付
、
仁
和
寺
様
御
直
末
寺
並

次
第
官
二
付
法
印
号
迄
之
御
令
旨
大
高
能
寺
栄
遍
二
被
下
置
候
宛
所
、
妻
帯
供
僧
之

名
二
申
上
候
、
供
僧
共
謀
計
故
氏
子
共
物
入
を
重
、
又
々
御
令
旨
致
頂
戴
替
申
候
」

　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
以
上
の
経
緯
は
不
明
で
あ
る
が
、
供
僧
は
隅
田
八
幡
宮

運
営
に

お

い

て

法
印
号
の
令
旨
を
獲
得
し
た
大
高
能
寺
の
権
限
が
増
し
、
そ
の
こ
と

で
自
分
た
ち
の
権
限
が
抑
制
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
強
く
反
発
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
宗
教
支
配
と
そ
の
秩
序
の
確
立
は
幕
藩
権
力
の
大
き
な
課
題
で
あ
り
、
幕
府
は
宗

教
者
支
配
と
身
分
制
維
持
を
目
的
に
、
近
世
初
頭
か
ら
寺
檀
制
度
と
本
末
関
係
を
基

本
に
し
た
教
団
組
織
化
を
進
め
る
。
紀
州
藩
で
も
宗
教
支
配
が
進
め
ら
れ
る
が
、
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

請
制
度
・
檀
家
制
度
と
し
て
そ
の
確
立
を
み
る
の
が
寛
文
年
間
で
あ
っ
た
。
寛
文
年

間
以
後
も
何
度
か
争
い
は
起
こ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
一
八
世
紀
に
入
る
と
双
方
が

藩
へ
出
訴
す
る
よ
う
に
な
る
。
元
禄
十
六
（
一
七
〇
三
）
年
、
宝
永
六
（
一
七
〇
九
）

年
、
正
徳
四
（
一
七
一
四
）
年
と
続
き
、
享
保
六
（
一
七
一
二
）
年
に
一
応
の
決
着

が
つ

く
が
、
こ
れ
ら
の
争
論
で
紀
州
藩
が
み
せ
た
裁
許
方
針
は
村
の
な
か
に
宗
教
者

を
包
摂
す
る
こ
と
で
、
村
請
制
を
通
じ
た
宗
教
者
支
配
を
実
現
し
よ
う
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。
「
庄
中
」
は
こ
う
し
た
紀
州
藩
の
方
針
に
も
後
押
し
さ
れ
な
が
ら
、
隅
田

八
幡
宮
運
営
を
掌
握
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
争
論
の
内
容
を
具
体
的
に
み
る
と
、
元
禄
十
六
年
は
仮
遷
宮
の
勤
め
方
、
宝

永
六
年
と
正
徳
四
年
は
御
湯
神
楽
料
・
寄
付
料
物
の
配
当
、
享
保
六
年
は
供
僧
の
役

割
・
位
置
付
け
全
般
に
わ
た
る
。
こ
れ
ら
の
争
論
で
「
庄
中
」
が
否
定
し
よ
う
と
し

た
も
の
が
、
ま
さ
に
「
地
頭
之
様
二
相
心
得
」
る
と
い
う
供
僧
の
在
り
方
で
あ
っ
た
。

ま
た
「
庄
中
」
だ
け
で
な
く
、
大
高
能
寺
・
社
人
と
供
僧
が
争
う
こ
と
も
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
「
庄
中
」
と
供
僧
の
不
和
が
争
論
の
根
底
に
あ
り
、
「
庄
中
」
・
大
高
能
寺
・

社
人

と
供
僧
の
対
立
と
い
う
図
式
で
展
開
し
て
い
る
。
争
論
史
料
で
あ
る
こ
と
に
留

意

し
な
が
ら
も
、
中
世
後
半
か
ら
近
世
初
頭
、
そ
し
て
一
七
世
紀
の
隅
田
八
幡
宮
運

営

を
め
ぐ
る
大
高
能
寺
、
社
人
・
神
子
、
供
僧
の
在
り
方
が
知
ら
れ
る
と
い
う
点
で

い

ず
れ
も
興
味
深
い
争
論
で
あ
る
の
で
そ
れ
ぞ
れ
の
争
論
の
概
要
を
み
て
い
く
こ
と

で
、
一
七
世
紀
の
供
僧
と
「
庄
中
」
の
関
係
を
繕
い
て
い
き
た
い
。
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ま
ず
元
禄
十
六
年
の
争
論
は
隅
田
八
幡
宮
葺
替
え
の
た
め
の
仮
遷
宮
を
大
高
能
寺

と
供
僧
の
ど
ち
ら
が
勤
め
る
か
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
「
庄
中
」
は
大
高
能
寺
、
供

僧
は
自
分
た
ち
と
主
張
、
藩
の
裁
許
は
「
妻
帯
二
而
ハ
密
教
之
行
法
等
勤
候
儀
難
成

由
二
候
ヘ
ハ
、
以
後
彼
是
此
度
之
遷
宮
大
高
能
寺
相
勤
、
自
今
可
准
此
例
者
也
」
で

あ
っ
た
。
大
高
能
寺
を
中
核
に
据
え
る
こ
と
で
供
僧
の
権
限
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る

「庄
中
」
の
主
張
が
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
大
高
能
寺
は
藩
か
ら
同
宮
の
別
当
職
を
認

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
続
く
宝
永
六
年
の
争
論
は
と
く
に
御
湯
神
楽
料
と
上
兵
庫
村
弥
七
郎
寄
付
田
地
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

徳
米
の

配
当
を
め
ぐ
っ
て
「
庄
中
」
・
社
人
と
供
僧
が
争
う
。
供
僧
に
よ
る
と
、
「
庄

中
」
と
不
和
に
な
っ
た
た
め
自
分
た
ち
に
御
湯
神
楽
料
が
配
分
さ
れ
な
く
な
っ
た
と

い

う
の
で
あ
る
。
藩
は
吟
味
の
う
え
、
同
年
に
「
庄
中
」
と
供
僧
が
和
合
し
た
う
え

で
、
「
庄
中
」
か
ら
寄
進
さ
れ
た
御
湯
神
楽
料
、
な
ら
び
に
御
湯
神
楽
料
と
な
る
寄
付

田
地
作
徳
米
は
こ
れ
ま
で
通
り
供
僧
・
社
人
・
神
子
か
ら
成
る
「
座
中
」
の
一
一
名

で
分
配
す
る
こ
と
、
上
兵
庫
村
弥
七
郎
寄
付
田
地
作
徳
米
は
定
め
の
通
り
供
僧
が
四

分
、
社
人
・
神
子
が
六
分
の
割
合
で
分
配
す
る
こ
と
と
い
う
裁
許
を
下
し
た
。
裁
許

を
う
け
て
両
者
は
和
解
を
試
み
る
が
、
「
庄
中
」
が
「
自
今
何
事
二
不
依
、
諸
事
庄
屋

指
図
次
第
二
可
仕
と
一
札
可
致
由
」
を
供
僧
に
要
求
し
た
た
め
、
こ
の
和
解
は
不
調

に

終
わ

る
。
そ
の
た
め
「
庄
中
」
の
意
に
背
け
な
い
社
人
た
ち
は
供
僧
に
配
分
し
よ

う
と
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
正
徳
四
年
に
供
僧
が
再
度
藩
に
出
訴
す
る
が
、
供
僧
に

は
厳
し
い
裁
許
が
下
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
「
庄
中
」
や
寄
付
田
地
か
ら
の
御
湯
神

楽
料
は
一
一
名
で
配
分
す
る
が
、
供
僧
が
受
け
取
る
四
名
分
は
「
庄
中
氏
子
之
内
江
毎

年
預

ケ
置
、
御
供
所
入
用
之
儀
者
不
申
及
宮
雑
用
等
二
可
用
」
。
上
兵
庫
村
弥
七
郎
寄

付
田

地
の

作
徳
米
に
つ
い
て
は
寄
付
証
文
に
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
四
分
は
大
般

若
経
料
と
し
て
供
僧
、
六
分
は
御
湯
神
楽
料
と
し
て
社
人
・
神
子
が
受
納
す
る
こ
と

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
争
論
か
ら
は
こ
の
時
期
供
僧
と
社
人
・
神
子
が
有
す
る
い
く
つ
か
の
権
限
が

あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
と
く
に
＝
名
か
ら
成
る
「
座
中
」
の
存

在
は
興
味
深
い
。

　
　
　
　
　
伊
都
郡
隅
田
八
幡
宮
供
僧
・
神
主
出
入
二
付
吟
味
並
申
渡
シ
之
覚

　
　
隅

田
八
幡
之
供
僧
訴
出
候
者
、
八
幡
宮
御
供
所
修
理
供
僧
仲
間
四
人
・
社
人
仲
間

　
　
六
人
井
神
子
都
合
拾
壱
人
座
中
と
し
て
繕
致
候
筈
之
所
、
社
人
共
近
年
構
不
申

　
　
難
儀
致
候
由
、
且
又
右
八
幡
之
御
湯
神
楽
料
前
々
於
供
所
令
配
当
諸
色
入
用
・

　
　
祢
宜
神
子
役
料
、
残
ル
所
者
拾
壱
人
座
中
江
令
配
当
之
所
、
近
年
供
僧
四
人
方
へ

　
　
配
当
不
致
迷
惑
い
た
し
候
間
、
前
々
勘
定
目
録
数
十
ケ
年
之
通
配
当
候
様
二
致

　
　
度
旨
訴
出
候
、
依
之
神
主
・
祢
宜
令
吟
味
候
処
、
神
主
共
申
候
者
御
供
所
之
儀
ハ

　
　
去
年
も
供
僧
・
神
主
寄
合
わ
ら
ふ
き
か
へ
い
た
し
候
、
及
大
破
候
故
急
々
繕
者
難

　
　
致
候
、
並
御
湯
神
楽
料
之
儀
先
年
者
供
僧
申
候
通
配
当
致
候
得
共
、
近
年
供
僧
共

　
　
庄
中
之
者
共
中
悪
敷
候
故
、
祈
念
之
儀
頼
不
申
、
神
主
・
祢
宜
は
か
り
頼
申
候

　
　
故
、
供
僧
方
江
右
料
物
致
配
当
候
ハ
・
御
湯
神
楽
等
頼
申
間
敷
由
庄
中
申
二
付
、

　
　
心
二
違
候
而
者
神
主
共
難
立
候
故
、
近
年
ハ
配
当
不
致
候
、
此
上
庄
中
之
者
共
得

　
　
心
致
し
、
供
僧
方
江
前
々
之
通
配
当
致
候
様
こ
と
申
候
ハ
・
其
通
二
可
致
候
、
神

　
　
主
・
祢
宜
方
曾
而
申
分
無
之
由
申
候
、
夫
二
付
庄
中
之
者
共
申
候
者
配
当
料
物

　
　
儀
師
旦
和
合
致
候
而
こ
そ
神
慮
納
受
可
有
御
座
儀
二
候
、
邪
気
之
供
僧
方
江
頼

　
　
可
申
様
無
御
座
候
故
、
神
主
・
祢
宜
方
へ
料
物
を
渡
シ
祈
願
頼
申
事
二
御
座
候
、
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社
人
共
我
儘
押
領
致
義
二
而
者
無
御
座
候
、
供
僧
方
師
旦
和
合
之
致
方
二
候
ハ
・

　
　
氏
子
共
供
僧
方
ヲ
粗
略
二
存
候
儀
者
無
之
由
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（後
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

　

こ
れ
は
宝
永
六
年
の
と
き
の
藩
の
吟
味
と
裁
許
過
程
を
記
し
た
史
料
で
あ
る
。
供

僧
に
よ
る
と
、
隅
田
八
幡
宮
御
供
所
の
修
理
は
「
供
僧
仲
間
四
人
、
社
人
仲
間
六
人

井
神
子
都
合
拾
壱
人
之
座
中
」
が
繕
う
は
ず
で
あ
る
が
、
近
年
社
人
た
ち
は
負
担
し

よ
う
と
し
な
い
。
ま
た
こ
れ
ま
で
御
湯
神
楽
料
は
御
供
所
に
お
い
て
諸
入
用
と
祢

宜
・
神
子
の
役
料
を
勘
定
し
、
残
り
分
は
「
拾
壱
人
之
座
中
」
で
配
分
し
て
き
た
が
、

近
年
供
僧
に

は
渡
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
ま
た
正
徳
四
年
の
と
き
の
史
料
に
よ
る

と
「
供
僧
共
之
内
座
配
四
人
」
が
お
り
、
そ
の
四
名
と
は
乾
之
坊
・
角
之
坊
・
宮
使
・

承
使
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
供
僧
八
名
の
う
ち
「
座
配
」
に
な
る
四
名
は

固
定
し
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
交
代
し
て
い
く
の
か
、
わ
か
ら
な
い
が
、
「
座
配
」

が
宝
永
六
年
史
料
の
「
供
僧
仲
間
四
人
」
に
相
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
社
人

仲
間
六
人
」
は
神
主
、
大
祢
宜
、
祢
宜
四
名
と
い
う
構
成
で
あ
る
。

　
「
座
中
」
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
の
こ
と
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
一
七
世
紀
に

は
供
僧
・
社
人
・
神
子
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
座
中
」
が
御
供
所
の
修
復
や
御
湯

神
楽
料
の
勘
定
を
自
主
的
に
行
な
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
一
八
世

紀
に

な
っ
て
「
庄
中
」
と
供
僧
の
争
い
が
表
面
化
す
る
と
、
社
人
た
ち
は
「
供
僧
方
江

右
料
物
致
配
当
候
ハ
・
御
湯
神
楽
等
頼
申
間
敷
由
庄
中
申
二
付
、
心
二
違
候
而
は
神

主
共
難
立
候
故
近
年
ハ
配
当
不
致
候
」
と
申
し
出
て
い
る
よ
う
に
、
「
座
中
」
と
し
て

の

結
集
よ
り
も
、
「
庄
中
」
と
の
関
係
を
優
先
し
て
い
っ
た
。
社
人
た
ち
は
、
供
僧
の

よ
う
に
「
地
頭
之
様
二
相
心
得
」
る
こ
と
が
で
き
る
経
済
的
基
盤
を
保
持
し
て
い
な

か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
「
座
中
」
は
供
僧
・
社
人
・
神
子
が
宗
教
者
と
し
て
結
集
す
る

こ
と
で
そ
の
権
限
を
維
持
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
社
人
・
神
子
が
「
庄
中
」
に
包
摂

さ
れ
る
こ
と
は
、
「
座
中
」
の
解
体
を
意
味
し
た
。
ま
た
「
座
中
」
に
お
け
る
御
湯
神

楽
料
の
配
分
に
神
子
は
立
ち
合
え
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
「
座
中
」
が
成
員
の
平
等

な
結
集
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
結
局
、
宝
永
六
年
と
正
徳
四
年
の
争
論
に
よ
っ
て
「
庄
中
」
や
寄
付
田
地
か
ら
の

御
湯
神
楽
料
の
う
ち
供
僧
が
受
け
取
る
四
名
分
は
「
庄
中
」
が
管
理
す
る
こ
と
と
な
っ

た

よ
う
に
、
供
僧
の
権
限
は
抑
制
さ
れ
、
「
庄
中
」
を
主
体
と
す
る
隅
田
八
幡
宮
運
営

が

さ
ら
に
確
立
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
藩
は
寄
付
田
地
は
「
庄
中
」
が
管
理
し
、

作
人

は
氏
子
の
中
か
ら
選
ぶ
こ
と
を
命
じ
、
さ
ら
に
供
僧
方
で
所
蔵
す
る
宝
物
・
縁

起
・
旧
記
書
付
は
隅
田
八
幡
宮
の
宝
物
蔵
で
一
括
管
理
す
る
と
い
う
裁
許
を
下
し
た
。

こ
れ
を
う
け
て
「
庄
中
」
は
隅
田
一
族
に
対
し
て
も
そ
れ
ら
宝
物
・
文
書
類
の
提
出

　
　
　
　
（
5
4
）

を
求
め
て
い
る
。
文
書
が
一
元
的
に
管
理
さ
れ
て
い
く
こ
と
も
、
「
庄
中
」
の
性
格
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

明

ら
か
に
す
る
う
え
で
は
大
切
な
点
で
あ
る
。

　

こ
の
三
度
の
争
論
を
経
て
、
享
保
六
年
に
供
僧
の
役
割
と
位
置
付
け
が
確
定
す
る

　
　
　
　
（
5
6
）

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
は
大
高
能
寺
と
供
僧
が
争
う
が
、
こ
の
と
き
も
別
当
大

高
能
寺
の
主
張
が
ほ
ぼ
全
面
的
に
認
め
ら
れ
、
供
僧
は
六
坊
と
宮
使
・
承
使
に
区
別

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
藩
か
ら
申
渡
し
が
あ
っ
た
。
藩
の
六
坊
へ
の
申
渡
し
の
な
か
で
注

目
さ
れ
る
の
は
宮
檀
村
検
地
帳
は
供
僧
が
所
持
す
べ
き
で
は
な
く
隅
田
八
幡
宮
宝
物

蔵
へ
納
め
る
こ
と
、
「
八
幡
宮
散
銭
・
散
物
其
方
（
供
僧
）
共
致
支
配
候
間
、
万
端
我

儘
等
有
之
候
、
右
散
銭
・
散
物
ハ
向
後
八
幡
宮
修
理
料
二
申
付
候
間
、
其
旨
相
心
得
、

鍵
等
庄
中
へ
相
渡
シ
可
申
候
」
と
裁
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
水
色
の
花
の
帽
子
・
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金
欄
の
五
條
袈
裟
・
縮
緬
の
衣
を
着
用
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
の
は
清
僧
だ
け

で

あ
り
、
妻
帯
の
供
僧
は
今
後
着
用
を
禁
止
す
る
こ
と
、
新
板
の
牛
王
に
つ
い
て
も

「
清
僧
之
秘
法
」
で
あ
る
の
で
、
供
僧
が
執
り
行
う
こ
と
を
禁
止
し
た
。
そ
し
て
「
大

高
能
寺
へ
も
相
随
ひ
、
神
主
・
祢
宜
と
も
申
合
、
万
端
庄
中
之
者
と
も
不
和
無
之
」

よ
う
に
心
が
け
、
今
後
は
す
べ
て
大
高
能
寺
の
指
図
を
受
け
、
「
其
方
共
何
等
之
願
之

儀
有
之
候
共
別
当
大
高
能
寺
奥
判
を
以
可
申
出
」
と
裁
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
宮
使
・
承
使
に
は
こ
れ
ま
で
と
お
り
祭
礼
の
際
に
は
浄
衣
袴
を
着
用
す
る
こ
と
、

境
内
掃
除
役
が
勤
め
で
あ
り
、
大
高
能
寺
や
供
僧
の
下
役
で
あ
る
の
で
両
者
か
ら
の

申
付
に
は
従
う
旨
が
言
い
渡
さ
れ
た
。

　

こ
の
争
論
で
も
供
僧
の
権
限
が
次
々
に
否
定
、
宗
教
活
動
は
制
限
さ
れ
て
い
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
の
う
ち
散
銭
管
理
に
つ
い
て
は
角
之
坊
が
異
論
を
唱
え
た
。

角
之
坊
に
よ
る
と
、
堂
社
の
薬
師
堂
の
散
銭
は
自
分
が
管
理
す
る
権
限
を
も
っ
て
い

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
も
否
定
さ
れ
る
が
、
供
僧
が
そ
れ
ぞ
れ
境
内
の
堂

社
の
散
銭
の
管
理
権
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
は
先
の
「
座
中
」
同
様
、
一
七
世
紀
に

お

け
る
宗
教
者
の
権
限
を
語
る
出
来
事
と
し
て
興
味
深
い
。

　
享
保
六
年
以
後
も
し
ば
ら
く
は
「
庄
中
」
と
供
僧
の
不
和
は
続
い
た
よ
う
で
あ
る

が
、
寛
文
年
間
に
大
高
能
寺
が
仁
和
寺
直
末
と
な
っ
て
以
来
続
い
た
「
庄
中
」
と
供

僧
の
対
立
は
一
応
終
わ
り
を
告
げ
、
大
高
能
寺
・
六
坊
・
宮
使
・
承
使
・
社
人
・
神

子
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
と
位
置
付
け
が
確
定
し
た
。
供
僧
は
か
つ
て
の
よ
う
な
「
地

頭
之
様
二
相
心
得
」
ら
れ
る
経
済
的
基
盤
や
権
限
を
否
定
、
宗
教
活
動
も
制
限
さ
れ
、

社
人
や

神
子

と
同
じ
く
「
庄
中
」
に
包
摂
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
大
高
能
寺
が

別
当
と
し
て
隅
田
八
幡
宮
の
中
核
に
据
え
ら
れ
、
「
境
内
住
居
仕
候
供
僧
井
宮
使
八
軒

御
座
候
、
右
之
外
御
宮
附
之
社
人
七
人
御
座
候
、
是
者
隣
村
二
住
居
仕
候
得
共
、
右
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

も
拙
寺
之
支
配
家
二
而
御
座
候
」
と
い
う
地
位
に
就
い
た
。
し
か
し
「
困
窮
寺
二
而

漸
氏
子
十
六
ケ

村
祈
薦
料
物
二
而
旦
々
立
行
」
く
大
高
能
寺
は
「
庄
中
」
の
意
向
に

そ
っ
た
運
営
を
手
懸
け
、
事
実
上
は
「
庄
中
」
が
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

「庄
中
」
の
合
議
に
よ
っ
て
諸
事
が
決
し
、
別
当
大
高
能
寺
を
中
心
に
供
僧
・
社
人
・

神
子
が
神
事
そ
の
他
の
庶
務
を
執
行
し
て
い
く
、
一
八
世
紀
初
頭
こ
う
い
う
隅
田
八

幡
宮
運
営
が
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
以

上
一
～
三
章
の
検
討
を
通
じ
て
、
中
世
末
戦
国
期
か
ら
一
七
世
紀
の
隅
田
荘
地

域
社
会
の

変
容
に

つ
い
て

次
の

よ
う
な
整
理
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
当
該
期
に
は

農
民
集
団
で
あ
る
「
庄
中
」
、
隅
田
一
族
の
同
族
結
合
集
団
で
あ
る
「
隅
田
名
乗

中
」
、
さ
ら
に
「
座
中
」
の
存
在
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
宗
教
者
集
団
と
い
う
三
者
が

そ
れ
ぞ
れ
に
隅
田
八
幡
宮
運
営
に
つ
い
て
独
自
の
権
限
を
も
ち
、
こ
の
三
者
を
統
括

す

る
よ
う
な
地
域
社
会
の
秩
序
は
形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
｝
七
世
紀
と
は
こ
の

三
者
の
併
存
状
態
が
終
息
し
、
「
庄
中
」
が
一
元
的
に
運
営
を
掌
握
し
て
い
く
時
代
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
氏
子
で
あ
る
農
民
の
論
理
に
よ
っ
て
隅
田
荘
地
域
社
会
が
一
元
的

に

編
成

さ
れ
、
大
高
能
寺
・
供
僧
・
社
人
・
神
子
が
こ
の
地
域
社
会
の
な
か
で
果
た

す

べ

き
社
会
的
役
が
確
定
し
て
い
く
過
程
で
も
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
こ
の
社
会

的
役

を
果
た
す
者
が
地
域
社
会
の
構
成
員
と
な
り
え
る
よ
う
な
秩
序
が
成
立
し
た
の

　
（
5
8
）

で
あ
る
。
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四
　
一
八
世
紀
に
お
け
る
隅
田
荘
地
域
社
会

O
　
「
庄
中
」
の
性
格

　

こ
こ
で
は
一
八
世
紀
以
降
隅
田
八
幡
宮
運
営
の
中
心
と
な
る
「
庄
中
」
の
内
部
秩

序
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
請
取
申
銀
子
之
事

　
　
合
銀
百
目
也

　
　
　
是
ハ
元
禄
拾
三
辰
年
八
幡
宮
御
本
比
堂
建
立
之
孤
、
庄
中
壱
ケ
村
6
銀
百
目

　
　
　
宛
銀
納
有
之
候
処
、
中
道
村
之
儀
、
去
戌
之
年
迄
及
相
滞
申
候
、
然
所
去
冬

　
　
　
庄
中
御
相
談
之
品
有
之
及
其
沙
汰
申
候
故
、
当
役
人
衆
依
御
世
話
此
度
右
之

　
　
　
銀
子
百
目
御
出
シ
被
遊
、
燵
二
受
取
置
申
候
、
庄
中
御
会
合
之
刻
披
露
可
申

　
　
　
候
、
為
後
日
如
此
御
座
候
、
以
上

　
　
　
　
　
享
保
四

己
亥
年
八
月
一
日
　
　
　
　
　
　
大
高
能
寺
㊥

　
　
　
　
　
　
　
中
道
村
　
弥
三
兵
衛
殿

　
隅
田
八
幡
宮
御
本
比
堂
建
立
費
用
を
「
庄
中
」
が
村
単
位
で
均
等
負
担
し
て
い
る

こ
と
、
「
庄
中
御
相
談
」
や
「
庄
中
御
会
合
」
が
開
催
さ
れ
諸
事
が
決
し
て
い
る
こ

と
、
大
高
能
寺
が
日
常
の
庶
務
を
取
り
扱
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
史
料
か
ら
は
一
八

世
紀
以
降
の
隅
田
八
幡
宮
運
営
の
基
本
的
な
在
り
方
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

と
く
に
「
庄
中
御
相
談
」
や
「
庄
中
御
会
合
」
と
い
っ
た
寄
合
に
は
「
庄
中
」
の
性

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

格
が
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
庄
中
」
は
庄
屋
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
お

り
、
庄
屋
の
う
ち
一
、
二
名
が
「
年
行
司
」
を
勤
め
、
日
常
的
に
は
こ
の
「
年
行
司
」

が
大
高
能
寺
か
ら
諸
事
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
相
談
を
う
け
た
。
そ
し
て
必
要
に
応

じ
て
寄
合
が
開
か
れ
た
が
、
こ
の
寄
合
に
参
加
で
き
る
の
は
一
六
ヵ
村
の
庄
屋
だ
け

で
あ
り
、
庄
屋
以
外
の
者
は
参
加
で
き
な
い
し
、
た
と
え
地
域
社
会
の
有
力
者
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

て

も
こ
の
寄
合
の
決
定
に
拘
束
さ
れ
た
。
そ
し
て
寄
合
で
入
用
の
勘
定
が
行
な
わ
れ

た

が
、
建
立
費
用
を
「
庄
中
」
が
村
単
位
で
均
等
負
担
し
て
い
る
よ
う
に
、
費
用
の

性
格
に
応
じ
て
村
割
り
と
高
割
り
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
雨
乞
入
用

　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

は
高
割
り
で
あ
っ
た
。

　
残
念
な
が
ら
一
七
世
紀
段
階
で
の
「
庄
中
」
の
内
部
秩
序
を
語
る
史
料
は
見
当
ら

な
い
が
、
慶
長
十
九
年
文
書
か
ら
も
寄
合
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
運
営
方
式
が
徐
々
に
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
「
庄
中
」
は
近
世
を
通
じ
て
同
じ
内
部
秩
序
を
保
っ
て
い
た
わ
け
で
は

な
く
、
一
八
世
紀
初
頭
頃
ま
で
は
庄
屋
が
専
断
的
に
運
営
す
る
と
い
う
方
式
が
と
ら

れ
て

い

た
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
表
現
が
史
料
上
散
見
で
き
る
。
た
と
え
ば
寛
文
七
二

六
六
七
）
年
の
隅
田
八
幡
宮
宮
山
林
下
草
刈
取
に
つ
い
て
護
摩
堂
が
差
し
出
し
た
証

文
の

宛
名
は
「
隅
田
庄
中
庄
屋
中
」
で
あ
り
、
ま
た
先
掲
し
た
史
料
で
も
竹
田
槙
右

衛
門
た
ち
は
「
庄
中
二
も
仕
来
之
儀
」
云
々
と
言
い
な
が
ら
、
そ
の
意
見
は
年
行
司

と
「
庄
屋
衆
中
」
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
表
現
は
こ
れ
以
後
の
文

書
で

は
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
「
庄
屋
中
」
も
ひ
と
つ
の
歴
史
的
段
階
を
表
現
す
る

も
の
、
す
な
わ
ち
「
庄
中
」
と
「
庄
屋
中
」
が
同
義
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
庄
屋
た
ち

の

専
断
的
な
運
営
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
個
々

の
村
レ
ベ
ル
で
の
村
役
人
と
村
民
と
の
関
係
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
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一
八
世
紀
後
半
頃
以
降
に
な
る
と
こ
う
し
た
在
り
方
に
変
化
の
兆
し
が
み
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
「
隅
田
庄
中
惣
代
」
の
登
場
で
あ
る
。
一
八
世
紀
初
頭
に
は
確
認
で
き
る

「年
行
司
」
は
日
常
的
な
諸
事
を
決
し
て
い
く
と
と
も
に
、
「
庄
中
」
内
部
で
も
め
事

が
生

じ
た
と
き
に
は
そ
の
仲
裁
を
す
る
が
、
「
隅
田
庄
中
惣
代
」
は
「
庄
中
」
以
外
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

人
々

・

集
団
、
あ
る
い
は
藩
と
交
渉
す
る
場
合
登
場
し
て
い
る
。
二
～
四
名
の
庄
屋

が
勤
め

て

い

る
が
、
世
襲
で
は
な
く
、
常
置
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら

庄
屋
の
中
か
ら
必
要
に
応
じ
て
選
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
年
行
司
」
で
は
な
く
、

新

た
に
「
庄
中
惣
代
」
が
必
要
で
あ
る
と
こ
ろ
に
「
庄
中
」
の
新
し
い
展
開
を
予
想

さ
せ
る
が
、
そ
れ
は
後
掲
す
る
天
明
七
（
一
七
八
七
）
年
の
定
書
に
「
右
ケ
條
之
通

此
度
相
定
候
上
者
、
向
後
八
幡
宮
於
境
内
諸
木
下
タ
草
落
葉
等
二
至
迄
俗
家
取
之
、
或
者

土
石
等
堀
取
候
儀
急
度
仕
間
敷
段
」
に
つ
い
て
「
村
々
小
前
末
々
迄
申
触
得
納
致
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

せ

候
」
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
る
よ
う
な
状
況
と
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
庄
屋
が
一
方
的
に
「
申
触
」
だ
け
で
な
く
、
小
前
の
者
に
「
得
納
致
さ
せ
」

る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
庄
屋
が
村
の
代
表
と
し
て
「
庄
中
」

運
営
に
携
わ
り
、
村
民
の
意
志
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
時
期

は
幕
末
と
か
な
り
下
る
が
、
河
瀬
村
と
の
喧
嘩
の
仲
裁
に
不
満
を
抱
い
た
中

道
村
が

「庄
中
」
か
ら
の
離
脱
を
申
し
出
た
事
件
は
庄
屋
が
村
の
意
志
に
拘
束
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

て

い
た

こ
と
を
象
徴
す
る
出
来
事
で
あ
る
。
事
件
は
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
の
祭

礼
の
お

り
、
中
道
村
と
河
瀬
村
の
屋
台
の
間
で
喧
嘩
が
起
き
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。

「年
行
司
」
が
仲
裁
に
あ
た
る
が
、
中
道
村
は
高
野
山
領
で
あ
る
た
め
不
当
な
扱
い

を
う
け
た
と
反
発
、
惣
百
姓
が
集
ま
り
「
村
中
評
決
之
上
宮
役
引
退
候
筈
二
相
極
メ
」

て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
驚
い
た
「
年
行
司
」
は
「
庄
役
人
取
計
振
気
二
入
不
申
連
、

一
村
庄
外
二
成
度
と
の
御
申
越
一
円
難
致
承
知
段
」
を
中
道
村
に
申
し
入
れ
る
。
そ

の

後
大
庄
屋
・
大
高
能
寺
等
が
仲
裁
に
入
り
、
結
局
中
道
村
は
「
庄
中
」
か
ら
離
脱

し
な
か
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
幕
末
期
に
は
「
庄
中
」
へ
の
参
加
が
各
村
の
惣
百
姓

の
意
志
に

よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
興
味
深
い
事
件
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
一
八
世
紀
後
半
頃
庄
屋
が
専
断
的
に
運
営
す
る
と
い
う

段
階
か
ら
各
村
の
惣
百
姓
の
意
志
を
代
表
す
る
立
場
で
運
営
に
参
加
す
る
段
階
へ
と

「
庄
中
」
の
性
格
が
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
歴
史
的
展
開
が
想
定
で
き
る
が
、
こ
の

推
測

は
神
事
の
場
か
ら
も
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
放
生
会
に
お
け
る
屋

台
の
登
場
で
あ
る
。
屋
台
登
場
の
時
期
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
存

在
が
確
認
で
き
る
初
出
史
料
は
文
政
元
（
一
八
一
八
）
年
で
あ
り
、
そ
の
登
場
は
早

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

く
と
も
一
八
世
紀
後
半
頃
と
考
え
る
の
が
常
識
的
理
解
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
屋
台
に

つ

い
て

は
「
毎
年
庄
中
四
郷
之
中
一
郷
組
合
二
而
壱
ケ
村
宛
順
番
二
屋
台
持
参
、
御

輿
御
渡
御
供
」
と
い
う
仕
来
り
が
あ
り
、
そ
の
担
ぎ
手
は
「
若
連
中
」
と
呼
ば
れ
る

若
者
組
で
あ
っ
た
。

　
先
述
し
た
よ
う
に
神
事
に
参
加
で
き
る
の
は
庄
屋
と
隅
田
一
族
だ
け
で
あ
り
、
桟

敷
に

詰

め
る
の
が
隅
田
一
族
に
と
っ
て
自
己
の
社
会
的
地
位
を
表
現
す
る
場
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
そ
れ
は
庄
屋
に
と
っ
て
も
同
様
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
神
事
の
場
に
屋
台
を
繰
り
出
し
て
広
く
氏
子
が
参
加
す
る
こ
と
は
、
隅
田

一
族

と
庄
屋
の
独
占
的
な
神
事
か
ら
開
か
れ
た
祭
礼
へ
と
い
う
変
化
と
し
て
位
置
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

け
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
屋
台
の
登
場
、
そ
し
て
そ
の
担
い
手
が
若
者
組
で

あ
っ
た
こ
と
は
地
域
社
会
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
も
重
要
な
出
来
事
で
あ
る
。

　
十
分
な
実
証
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
一
八
世
紀
後
半
頃
に
庄
屋
の
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専
断
的
な
運
営
か
ら
庄
屋
が
惣
百
姓
の
代
表
と
し
て
参
加
す
る
段
階
へ
と
内
部
秩
序

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

に

変
化
が
お
こ
る
と
い
う
推
測
は
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⇔
　
「
供
僧
仲
間
」
、
「
社
人
仲
間
」
、
大
高
能
寺
直
支
配
願
い

　
前
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
「
庄
中
」
が
隅
田
八
幡
宮
運
営
を
掌
握
し
よ
う
と

す

る
な
か
で
、
「
座
中
」
と
し
て
結
集
し
て
い
た
供
僧
と
社
人
は
「
庄
中
」
へ
の
抵
抗

と
い
う
点
で
は
違
っ
た
動
き
を
み
せ
る
も
の
の
、
そ
れ
ま
で
保
持
し
て
き
た
権
限
を

喪
失

し
、
結
局
一
八
世
紀
初
頭
に
は
と
も
に
「
庄
中
」
に
包
摂
さ
れ
て
い
っ
た
。
し

か

し
「
庄
中
」
の
内
部
秩
序
に
変
化
が
み
ら
れ
は
じ
め
た
と
思
わ
れ
る
一
八
世
紀
後

半
頃
に
な
る
と
、
宗
教
者
の
動
向
に
も
変
化
の
兆
し
が
み
え
は
じ
め
る
。
供
僧
や
社

人
、
あ
る
い
は
大
高
能
寺
が
「
庄
中
」
に
一
方
的
に
包
摂
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
隅

田

八
幡
宮
運
営
に

関
わ
る
社
会
的
役
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、
こ
の
地
域

社
会
の

な
か
で
正
当
に
位
置
付
け
ら
れ
る
た
め
に
自
己
主
張
を
は
じ
め
る
よ
う
に
な

る
の
で
あ
る
。
供
僧
と
社
人
の
場
合
、
そ
れ
は
「
仲
間
」
の
形
成
と
し
て
現
わ
れ
た
。

　
次
の

史
料
は
隅
田
八
幡
宮
に
関
わ
る
法
を
独
自
に
定
め
て
い
る
と
い
う
点
で
も
興

味
深
い
が
、
そ
こ
に
「
供
僧
仲
間
」
と
「
社
人
仲
間
」
が
名
を
連
ね
て
い
る
こ
と
に

　
　
　
（
6
8
）

注
目
し
た
い
。

隅

　
天
明
七
年
未
霜
月

田

　
八
　
幡
　
宮
　
境
　
内
　
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
高
能
寺

書

（表紙右綴）

供
僧
仲
間

社
人
仲
間

庄
中
村
々
役
人

　
　
　
　
　
定
書
之
事

隅
田
八
幡
宮
境
内
住
居
之
輩
、
神
慮
難
有
モ
御
免
許
致
住
居
者
共
境
内
之
諸
木

下
草
落
葉
二
至
迄
社
役
之
者
常
々
大
切
二
可
守
立
儀
勿
論
二
候
処
、
供
僧
・
社

人
之
銘
々
境
内
之
諸
木
伐
取
、
下
タ
草
落
葉
二
至
迄
狼
二
荒
シ
候
儀
無
冥
加
可

恐
神
慮
、
且
境
内
掃
除
等
常
々
無
解
怠
可
執
行
義
肝
要
二
候
処
、
境
内
隈
二
柴

薪
藁
等
之
類
を
取
散
シ
、
社
木
乾
物
等
之
類
迄
拘
掛
、
神
前
取
乱
シ
見
苦
敷
段
、

諸
参
詣
之

人
々

敬
ひ

も
薄
可
相
成
基
候
、
神
慮
を
顧
、
境
内
荘
厳
等
常
々
精
誠

可
為
相
応
、
尤
宮
境
内
之
儀
二
付
而
者
従
上
被
仰
出
之
趣
も
有
之
候
処
、
い
つ
と

な
く
狼
二
相
成
候
条
、
向
後
急
度
可
相
勤
段
別
当
職
大
高
能
寺
井
社
役
之
面
々

且
大
庄
屋
・
隅
田
庄
村
々
役
人
参
会
之
上
、
左
之
ケ
條
之
通
相
極
メ
各
熟
得
承

知
之
印
形
い
た
し
候
上
者
、
日
々
神
得
御
威
光
増
長
奉
仰
御
武
運
永
久
国
家
安
隠

御
守
護
可
奉
希
者
也

　
一
例
年
正
月

　
　
宮
井
諸
堂
之
立
松
伐
り
之
節
者
大
高
能
寺
江
相
断
、
指
図
可
請
事

　
一
於
境
内
柴
薪
藁
等
之
類
乾
散
シ
、
或
社
木
二
干
物
之
類
を
拘
掛
、
諸
木
二

　
　

は
せ
い
た
し
、
境
内
江
干
物
等
一
切
不
可
致
事

　
一
境
内
江
塵
芥
糠
藁
之
類
を
指
出
シ
、
焼
失
又
者
堂
社
之
下
タ
陰
、
縁
下
タ
ニ

　
　
藁
之
類
積
置
候
儀
堅
不
相
成
事
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一
宮
境
内
二
生
立
候
諸
木
伐
り
取
、
下
タ
草
落
葉
二
至
迄
狼
二
あ
ら
し
候
儀
、

向
後
急
度
不
相
成
事
附
り
境
内
山
林
之
内
江
男
女
共
一
切
入
込
申
間
敷
候
、

且
宮
山
松
草
之
儀
別
当
指
図
之
外
取
り
不
申
儀
勿
論
之
事

一
供
僧
仲
間
之
内
代
替
り
等
之
節
者
、
別
当
大
高
能
寺
江
礼
式
先
格
之
通
可
相

勤
儀
勿
論
之
事

一
社
人
銘
々
代
替
り
之
節
者
別
当
大
高
能
寺
江
相
窺
イ
差
図
を
受
、
庄
役
人

中
江
及
披
露
、
社
役
可
相
勤
事

一
於
神
前
常
々
諸
参
詣
人
々
江
対
シ
子
供
狼
二
寮
銭
を
乞
候
儀
、
堅
ク
不
相
成

事
一
往
古
6
有
来
り
候
社
役
家
之
外
境
内
へ
新
規
二
家
立
建
急
度
不
相
成
事

一
供
僧
銘
々
妻
帯
之
身
分
と
し
て
宗
法
背
掟
候
衣
類
着
用
有
之
間
敷
事

一
諸
法
会
之
節
、
於
境
内
魚
肉
取
扱
堅
ク
可
為
止
停
事

一
社
役
之
銘
々
家
族
二
至
迄
諸
勝
負
事
不
仕
儀
者
勿
論
、
右
等
二
携
り
候
者
於

有
之
者
仲
間
之
内
右
別
当
職
江
相
訴
事

一
境
内
掃
除
或
者
銘
々
住
宅
等
常
々
寄
麗
二
可
取
行
、
且
境
内
狼
り
ケ
間
敷

品
々
高
札
二
記
置
候
条
向
後
不
依
何
事
狼
ケ
間
敷
儀
相
互
二
申
合
相
嗜
事

厳
重
二
可
相
勤
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

右
十
ニ
ケ
條
之
趣
向
後
無
怠
解
執
行
可
申
候
、
依
之
銘
々
印
形
如
件

供
僧
　
乾
之
坊
　
㊥

　
　
　
辻
之
坊
　
㊥

　
　
　
角
之
坊
　
㊥

　
　
　
南
之
坊
　
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
之
坊
　
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
之
坊
　
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
宮
使
長
泉
坊
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
常
使
　
順
　
賢
㊥

社
人
之
銘
々
ハ
境
内
二
住
居
不
致
候
得
共
社
役
人
中
可
為
同
意
事

社
人
中
島
村

　
　
霜
草
村

　
　
同
　
村

　
　
同
　
村

　
　
中
島
村

神
子
芋
生
村

猪
西
佐

内
㊥

福
知
甚
蔵
　
㊥

福
知
平
兵
衛
㊥

福
知
源
蔵

㊥

中
島
兵
蔵
㊥

は
　
る
　
　
㊥

　
　
　
右
ケ

條
之
通
此
度
相
定
候
上
者
、
向
後
八
幡
宮
於
境
内
諸
木
下
タ
草
落
葉
等
二

　
　
　
至
迄
俗
家
取
之
、
或
者
土
石
等
堀
取
候
儀
急
度
仕
間
敷
段
、
村
々
小
前
末
々
迄

　
　
　
申
触
得
納
致
さ
せ
候
、
依
之
如
此
二
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恋
野
村
庄
屋
　
善
之
右
衛
門
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
他
1
5
名
連
印
略
）

　
　
　
右
之
通
致
承
知
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
田
甚
五
郎

　
近
年
境
内
が
乱
れ
て
お
り
、
こ
れ
で
は
「
諸
参
詣
之
人
々
敬
ひ
も
薄
」
く
な
る
こ

と
を
危
惧
し
た
「
別
当
職
大
高
能
寺
井
社
役
之
面
々
且
大
庄
屋
・
隅
田
庄
村
々
役
人
」

が

「参
会
之

上
」
定
め
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
大
庄
屋
は
当
地
域
を
担
当
す
る

職
務
上
関
与
し
た
の
で
あ
り
、
実
際
の
制
定
主
体
は
表
紙
に
連
名
す
る
「
大
高
能
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寺
」
・
「
供
僧
仲
間
」
・
「
社
人
仲
間
」
・
「
庄
中
村
々
役
人
」
と
考
え
ら
れ
る
。
供
僧
と

社
人
の

「仲
間
」
の
存
在
は
先
掲
し
た
宝
永
六
年
史
料
の
供
僧
の
言
い
分
の
中
に
も

み

え
る
が
、
そ
れ
は
供
僧
の
主
張
の
み
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
「
庄
中
」
が
彼
ら
を
「
仲

間
」
と
表
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
供
僧
・
社
人
は
「
仲
間
」
と
い
う
結

集
を
と
り
つ
つ
あ
っ
た
が
、
「
庄
中
」
は
そ
れ
を
認
知
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
定
書
で
は
明
ら
か
に
「
仲
間
」
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
供
僧
・

社
人

は
個
々
別
々
に
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
「
仲
間
」
と
し
て
結
集
し
、
こ
の
定
書

の

作
成
に
関
わ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
「
社
役
之
銘
々
家
族
二
至
迄
諸

勝
負
事
不
仕
儀
者
勿
論
、
右
等
二
携
り
候
者
於
有
之
者
仲
間
之
内
方
別
当
職
江
相
訴
事
」

と
、
「
仲
間
」
は
科
人
訴
え
に
つ
い
て
一
定
の
権
限
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
自
律
的
集

団
で
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。

　
し
か
し
供
僧
と
社
人
の
「
仲
間
」
に
は
「
庄
中
」
か
ら
の
自
律
の
度
合
い
に
違
い

が
み

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
供
僧
は
「
供
僧
仲
間
之
内
代
替
り
等
之
節
者
、
別
当
大
高
能

寺
江
礼
式
先
格
之
通
可
相
勤
儀
勿
論
之
事
」
と
代
替
り
等
の
と
き
に
は
別
当
で
あ
る
大

高
能
寺
に
儀
礼
を
勤
め
る
も
の
の
、
誰
に
代
替
り
す
る
か
は
「
仲
間
」
に
委
ね
ら
れ

て

い

る
。
と
こ
ろ
が
社
人
は
「
社
人
銘
々
代
替
り
之
節
者
別
当
大
高
能
寺
江
相
窺
イ
差

図
を
受
、
庄
役
人
中
江
及
披
露
、
社
役
可
相
勤
事
」
と
、
代
替
り
そ
の
も
の
に
「
仲
間
」

の

決
定
権
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

　

こ
の
「
仲
間
」
に
つ
い
て
、
供
僧
の
「
仲
間
」
を
例
に
み
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
為
取
替
一
紙
之
事

　
　
一
隅
田
御
宮
御
祭
礼
之
節
当
村
屋
台
先
年
占
村
之
中
山
内
之
牛
道
筋
通
行
之
処
、

　
　
　
不
勝
手
之
由
二
而
当
坊
御
免
許
地
之
山
際
二
道
附
替
致
度
段
御
頼
二
付
、
仲

　
　
　
間
中
及
示
談
候
所
何
を
申
も
八
幡
宮
御
賑
之
儀
故
致
承
知
、
則
当
年
6
道
切

　
　
　
広
メ
通
行
致
し
候
筈
候
、
且
又
右
道
筋
二
植
田
足
掛
り
之
場
所
も
有
之
候
間
、

　
　
　
屋
体
持
出
候
節
者
い
つ
迎
も
前
廉
二
当
方
へ
沙
汰
可
有
之
候
、
其
節
二
者
此
方

　
　
　
6
稲
毛
引
除
ケ
致
可
遣
候
筈
、
随
而
道
筋
小
破
者
自
繕
ひ
、
大
破
者
其
方
占
普

　
　
　
請
之
筈
、
尤
此
道
筋
二
池
之
堤
有
之
候
、
此
破
損
者
田
人
右
普
請
之
筈
、
右
之

　
　
　
趣
双
方
納
得
之
事
故
、
為
念
一
紙
如
件

　
　
　
　
安
政
六
年

未
八
月
　
　
　
檀
供
僧
惣
代
中
之
坊
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
同
断
　
　
辻
之
坊
㊥

　
　
　
　
　
垂
井
村
若
連
中

　
隅
田
八
幡
宮
の
放
生
会
で
は
各
村
が
順
番
に
屋
台
を
繰
り
出
し
た
が
、
若
者
組
が

こ
の
中
心
で
あ
っ
た
。
こ
の
史
料
は
垂
井
村
の
屋
台
が
通
り
や
す
い
よ
う
に
、
供
僧

の

所
持
山
に
道
を
付
け
替
え
る
と
き
に
供
僧
と
若
者
組
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
一
札
で

あ
る
。
若
者
組
か
ら
の
道
付
け
替
え
依
頼
に
対
し
て
、
供
僧
は
「
仲
間
中
及
示
談
」

だ

と
こ
ろ
、
道
筋
が
小
破
の
お
り
は
「
供
僧
仲
間
」
、
大
破
の
お
り
は
若
者
組
が
普
請

す

る
こ
と
等
を
取
り
決
め
、
「
双
方
納
得
」
の
う
え
一
札
が
取
り
交
わ
さ
れ
た
こ
と
が

知

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
仲
間
」
は
「
庄
中
」
を
は
じ
め
他
集
団
と
の
交
渉
の
単

位
で

あ
り
、
供
僧
は
「
仲
間
」
と
し
て
結
集
す
る
こ
と
で
、
自
己
の
権
益
を
守
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
自
律
の
在
り
方
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
一
八
世
紀
後
半
に
な
る
と
供
僧
や

社
人
は
一
方
的
に
「
庄
中
」
に
包
摂
さ
れ
、
別
当
大
高
能
寺
の
支
配
を
う
け
る
の
で

は
な
く
、
地
域
社
会
の
な
か
で
正
当
に
位
置
付
け
ら
れ
る
た
め
そ
れ
ぞ
れ
「
仲
間
」

を
形
成
し
て
い
た
。
そ
し
て
「
庄
中
」
も
そ
れ
を
認
め
る
の
は
一
八
世
紀
初
頭
の
争

138
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論
を
通
じ
て
確
立
し
た
社
会
的
役
を
彼
ら
が
果
た
し
て
い
る
た
め
で
あ
っ
た
。
彼
ら

は
そ
れ
を
果
た
す
こ
と
で
こ
の
地
域
社
会
の
な
か
で
正
当
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と

が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
動
き
は
大
高
能
寺
に
も
み
ら
れ
る
。
寛
政
二
（
一
七
九
〇
）
年
に
大
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

能
寺
が
願
い

出
て
許
可
さ
れ
た
寺
社
奉
行
所
直
支
配
で
あ
る
。
直
支
配
に
な
る
と
隅

田
八
幡
宮
の
諸
事
に
つ
い
て
は
宮
域
を
管
理
す
る
垂
井
村
や
「
庄
中
」
の
奥
判
な
し

に
、
直
接
藩
に
願
い
出
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
一
定
の
自
律
性
を
獲
得
で
き
る
か

ら
で
あ
る
。
翌
三
年
、
こ
の
こ
と
に
大
庄
屋
か
ら
異
論
が
出
さ
れ
る
が
、
藩
は
直
支

配
で
あ
る
の
で
大
高
能
寺
の
み
の
印
判
で
良
い
と
返
答
、
「
庄
中
」
も
こ
れ
を
承
知
し

た

旨
の
一
札
を
「
庄
惣
代
」
と
「
庄
惣
代
年
行
司
」
が
大
高
能
寺
に
差
し
出
し
て
い

る
。
こ
の
寺
社
奉
行
所
直
支
配
も
地
域
社
会
の
な
か
で
正
当
な
位
置
を
獲
得
す
る
た

め
の
大
高
能
寺
の
自
己
主
張
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
供
僧
や
社
人
、
さ
ら
に
大
高
能
寺
が
こ
の
地
域
社
会
の
な
か
で
正
当
な
位
置
を
獲

得

し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
神
子
に
は
そ
う
し
た
動
き
が
み
ら
れ
な
い
。
た
と

え
ば
嘉
永
七
（
一
八
五
四
）
年
神
子
を
勤
め
る
芋
生
村
お
つ
た
が
退
役
し
た
と
き
、

「
神
子
職
当
時
庄
内
預
り
、
本
職
相
定
り
候
迄
猪
西
主
斗
殿
妻
女
お
け
ん
女
相
勤
候

こ
付
、
本
神
子
職
相
定
り
候
パ
・
何
時
二
而
も
神
子
職
井
装
束
法
冠
鈴
共
無
遅
滞
差

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

戻
シ
可
申
事
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
「
神
子
職
当
時
庄
内
預
り
」
と
い
う
一
文
に
端

的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
神
子
の
進
退
は
「
庄
中
」
が
支
配
し
て
い
た
。
神
子

は
人
格
的
に
も
身
体
的
に
も
「
庄
中
」
に
抱
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
一
八
世
紀
初
頭
農
民
の
結
集
形
態
で
あ
る
「
庄
中
」
が
運
営
を
統
括
し
、
大
高
能

寺
・
供
僧
・
社
人
・
神
子
が
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
地
域
社
会
の
な
か
で
果
た
す
べ
き
社
会

的
役
が
確
定
し
た
。
そ
し
て
こ
の
地
域
社
会
は
、
た
と
え
ば
天
明
七
年
の
定
書
が
「
神

前
取
乱
シ
見
苦
敷
段
、
諸
参
詣
之
人
々
敬
ひ
も
薄
可
相
成
基
候
」
こ
と
が
作
成
理
由

で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ま
た
安
政
六
年
の
道
付
替
え
に
対
し
て
供
僧
「
仲
間
」
が
「
何

を
申
も
八
幡
宮
御
賑
之
儀
故
致
承
知
」
と
返
答
し
て
い
る
よ
う
に
、
隅
田
八
幡
宮
の

繁
栄
の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
が
役
務
を
果
た
す
と
い
う
共
通
の
認
識
を
有
し
て
い
た
。

農
民
の

結
集
で
あ
る
「
庄
中
」
か
ら
は
排
除
さ
れ
た
供
僧
・
社
人
、
さ
ら
に
大
高
能

寺

は
こ
の
社
会
的
役
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
こ
の
地
域
社
会
の
な
か
で
正

当
に
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
と
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
一
八
世
紀
後
半

以
降
の
隅
田
荘
地
域
社
会
は
農
民
だ
け
の
論
理
で
運
営
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
異
な

る
身
分
集
団
に
も
正
当
な
位
置
付
け
を
与
え
る
地
域
社
会
へ
と
成
熟
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。

お
わ

り
に

　
中
世
に
お
い
て
隅
田
八
幡
宮
は
在
地
領
主
連
合
を
と
る
隅
田
一
族
の
精
神
的
紐
帯

で
あ
り
、
彼
ら
は
そ
の
管
理
と
奉
仕
関
係
を
独
占
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
隅
田
荘
荘
民

に
対
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
支
配
を
実
現
し
て
い
た
。
ま
た
隅
田
八
幡
宮
に
は
神
事
そ

の

他
の

庶
務
を
司
る
大
高
能
寺
、
供
僧
、
神
主
・
祢
宜
等
の
社
人
、
神
子
と
い
っ
た

宗
教
者
が
い
た
が
、
供
僧
・
神
官
の
進
退
や
神
事
の
執
行
等
同
宮
に
関
す
る
す
べ
て

の

事
柄
が
隅
田
一
族
の
評
定
に
よ
っ
て
決
定
し
て
お
り
、
宗
教
者
た
ち
は
隅
田
一
族

に

よ
っ
て
支
配
さ
れ
な
が
ら
、
神
事
そ
の
他
の
庶
務
を
担
っ
て
い
た
。
こ
の
段
階
で

は
「
隅
田
名
乗
中
」
と
い
う
隅
田
一
族
の
同
族
結
合
集
団
が
唯
一
の
運
営
主
体
で
あ
っ
　
囎
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た
。　

戦
国
期
に
な
る
と
隅
田
一
族
は
畠
山
氏
の
被
官
と
な
り
対
外
的
発
展
を
と
げ
る
が
、

荘
内
で
は
そ
れ
ま
で
隅
田
一
族
に
支
配
さ
れ
て
い
た
中
小
農
民
と
宗
教
者
が
彼
ら
に

拮
抗

す
る
勢
力
に
成
長
、
隅
田
荘
地
域
社
会
に
は
隅
田
一
族
の
同
族
結
合
集
団
、
農

民
が
村
を
単
位
に
結
集
し
た
「
庄
中
」
、
「
座
中
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
宗
教
者
と

い

う
三
つ
の
集
団
が
併
存
し
、
こ
れ
を
統
括
す
る
よ
う
な
権
力
や
秩
序
は
存
在
し
な

か
っ

た
。
一
七
世
紀
と
は
「
庄
中
」
が
隅
田
一
族
と
宗
教
者
を
包
摂
し
、
「
庄
中
」
が

地
域
社
会
を
統
括
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
時
代
で
あ
り
、
そ
れ
は
農
民
の
論
理
で

一
元
的
に
地
域
社
会
が
編
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
地
域

社
会
で

は
隅
田
八
幡
宮
の
繁
栄
の
た
め
と
い
う
共
通
の
結
集
契
機
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
が
果
た

す
べ
き
社
会
的
役
が
確
立
し
、
こ
の
社
会
的
役
を
果
た
す
者
が
地
域
社
会

の

構
成
員
と
し
て
の
資
格
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
近
世
初
頭
に
成
立
し
た
「
庄
中
」
は
一
六
ヵ
村
の
庄
屋
に
よ
る
合
議
に

よ
っ
て
諸
事
が
決
し
て
い
た
。
そ
し
て
「
庄
中
」
が
唯
一
の
運
営
主
体
と
な
る
一
八

世
紀
初
頭
に

は
「
年
行
司
」
が
日
常
的
に
起
こ
る
諸
事
の
処
理
に
あ
た
る
と
と
も
に
、

大
高
能
寺
以
下
を
監
督
す
る
と
い
う
運
営
方
式
を
と
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
が
、

こ
の
時
期
の
「
庄
中
」
は
「
庄
屋
中
」
と
同
義
で
あ
り
、
庄
屋
の
専
断
的
な
運
営
が

行

な
わ
れ
る
よ
う
な
段
階
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
「
庄
中
」
の
在
り
方
に
変
化
が
み

え
は
じ
め
る
の
が
一
八
世
紀
後
半
で
あ
る
。
年
行
司
だ
け
で
な
く
、
藩
や
他
集
団
と

の

交
渉
に

際

し
て
は
「
庄
中
惣
代
」
が
登
場
し
、
庄
屋
は
村
の
代
表
と
し
て
「
庄
中
」

の

運
営
に

参
加
し
、
そ
の
行
動
は
惣
百
姓
の
意
志
に
拘
束
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
た
め
各
村
は
「
庄
中
」
か
ら
の
離
脱
も
可
能
で
あ
っ
た
。
ま
た
神
事
の
場
に
お

い

て

も
庄
屋
と
隅
田
一
族
の
特
権
的
な
在
り
方
か
ら
、
新
た
に
村
ご
と
の
屋
台
が
繰

り
出
す
こ
と
で
広
く
氏
子
に
開
か
れ
た
祭
礼
へ
と
変
化
し
て
い
く
が
、
そ
の
中
心
と

な
っ
た
の
が
若
者
組
で
あ
る
。
若
者
組
の
成
立
は
「
庄
中
」
に
新
た
な
息
吹
を
も
た

ら
す
原
動
力
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
八
世
紀
後
半
は
こ
う
し
た
「
庄
中
」
の
内
部
秩
序
の
変
化
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な

い

地
域
社
会
の
成
熟
期
で
あ
っ
た
。
「
庄
中
」
か
ら
は
排
除
さ
れ
た
供
僧
・
社
人
が
「
仲

間
」
を
形
成
し
、
大
高
能
寺
は
寺
社
奉
行
所
直
支
配
を
獲
得
す
る
こ
と
で
、
こ
の
地

域
社
会
の

な
か
で
正
当
に
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
と
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
若
者
組

に

代
表

さ
れ
る
よ
う
な
一
般
農
民
、
さ
ら
に
宗
教
者
が
こ
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
の

は
一
八
世
紀
初
頭
に
確
立
し
た
社
会
的
役
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
彼
ら

の

こ
れ
を
根
拠
に
し
た
自
己
主
張
に
よ
っ
て
一
八
世
紀
後
半
以
降
の
隅
田
荘
地
域
社

会

は
広
く
氏
子
の
意
志
を
反
映
し
、
ま
た
農
民
だ
け
の
論
理
で
運
営
さ
れ
る
の
で
は

な
く
、
異
な
る
身
分
集
団
に
も
正
当
な
位
置
付
け
を
与
え
る
地
域
社
会
へ
と
成
熟
し

て

い

っ

た
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
隅
田
荘
地
域
社
会
の
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
大
雑
把
な
歴
史
的
展
開

で
あ
る
。
と
り
わ
け
「
庄
中
」
の
性
格
変
化
に
つ
い
て
は
十
分
に
実
証
さ
れ
て
い
る

と
は
言
い
難
い
が
、
大
筋
と
し
て
は
こ
の
よ
う
な
叙
述
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
ま
た
一
八
世
紀
後
半
以
降
お
こ
る
地
域
社
会
の
成
熟
過
程
は
大
変
興
味
深
い
。

都
市
だ

け
で
な
く
農
民
の
地
域
社
会
を
考
え
る
場
合
も
社
会
集
団
の
複
合
と
い
う
視

　
　
　
　
　
（
7
3
）

点
は
重
要
で
あ
り
、
と
く
に
一
八
世
紀
後
半
以
降
は
そ
う
し
た
視
点
を
入
れ
ず
し
て

は

地
域
社
会
論
を
構
築
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
隅
田
荘
地
域
社
会
の
場
合
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
7
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

は

神
子
の

よ
う
な
人
格
的
・
身
体
的
に
支
配
さ
れ
る
抱
え
、
「
仲
間
」
を
形
成
し
正
当
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な

位
置
付
け
を
獲
得
し
て
い
く
供
僧
・
社
人
と
「
庄
中
」
の
複
合
で
あ
っ
た
。
そ
し

て

異
な
る
身
分
集
団
に
も
正
当
な
位
置
付
け
が
与
え
ら
れ
て
い
く
と
い
う
隅
田
荘
地

域
社
会
の

在
り
方
は
畿
内
の
「
郡
中
」
が
最
後
ま
で
農
本
主
義
か
ら
脱
皮
で
き
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

た
こ
と
と
比
べ
る
と
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
小
さ
く
な
か
ろ
う
。

註（
1
）
　
渡
辺
尚
志
『
近
世
の
豪
農
と
村
落
共
同
体
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）
。

（
2
）
　
元
禄
・
享
保
期
を
画
期
と
し
て
、
地
域
の
再
生
産
な
い
し
平
和
を
目
的
と
す
る
運
動
が
村
連

　
　
合
と
し
て
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
水
本
邦
彦
「
村
社
会
と
幕
藩
体
制
」
（
三
九
八
三
年
度

　
　
歴
史
学
研
究
別
冊
』
、
の
ち
、
同
『
近
世
の
村
社
会
と
国
家
』
〈
以
後
水
本
著
書
①
と
表
記
〉
に

　
　
所
収
）
が
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
を
う
け
て
、
水
本
は
『
近
世
の
郷
村
自
治
と
行
政
』
（
東
京

　
　
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
〈
以
後
水
本
著
書
②
と
表
記
〉
）
に
お
い
て
、
中
世
以
来
の
郷
・

　
　
荘
と
い
っ
た
村
落
結
合
が
近
世
前
期
か
ら
中
後
期
に
か
け
て
変
容
・
解
体
し
て
い
く
過
程
を

　
　
論
じ
て
い
る
が
、
近
世
中
後
期
に
つ
い
て
は
必
要
に
応
じ
て
新
た
に
結
成
さ
れ
た
村
連
合
を

　
　
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
な
お
こ
の
時
期
に
起
こ
る
地
域
社
会
の
質
的
変
化
を
扱
う

　
　
先
行
研
究
と
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
渡
辺
著
書
を
参
照
の
こ
と
。

（
3
）
　
地
域
社
会
の
内
部
秩
序
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
前
掲
渡
辺
著
書
で
も
様
々
な
結
合
契
機
に

　
　
つ
い
て
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）
　
中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
過
程
に
お
け
る
神
社
祭
祀
の
変
容
を
扱
っ
た
研
究
は
多
い
が
、

　
　
地
域
社
会
論
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
と
く
に
竹
田
聴
洲
『
近
世
村
落
の
社
寺
と
神
仏
習
合
』
（
法

　

蔵
館
、
一
九
七
二
年
）
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
三
浦
圭
一
「
日
本
中
世
に
お
け
る
地
域
社
会
」

　
　
（
『
日
本
史
研
究
』
二
二
三
、
一
九
八
三
年
、
の
ち
同
『
日
本
中
世
の
地
域
と
社
会
』
、
思
文
閣

　

出
版
、
一
九
九
三
年
に
所
収
）
は
在
地
領
主
層
が
神
社
祭
祀
を
通
じ
て
行
な
う
政
治
編
成
の
動

　
　
き
を
地
域
社
会
論
の
立
場
か
ら
論
じ
た
優
れ
た
仕
事
で
あ
り
、
中
世
の
隅
田
荘
を
考
え
る
際

　
　
に
も
学
ぶ
べ
き
点
は
多
い
。

（
5
）
中
世
の
隅
田
荘
を
扱
っ
た
研
究
は
多
い
が
、
成
稿
に
あ
た
っ
て
は
次
の
論
稿
か
ら
多
く
の

　

点
を
学
ん
だ
。
奥
田
真
啓
『
中
世
武
士
団
と
信
仰
』
（
柏
書
房
、
一
九
八
〇
年
）
、
我
妻
健
治
「
十

　
　
四
世
紀
に
お
け
る
紀
伊
国
隅
田
荘
の
在
地
構
造
」
（
『
歴
史
』
一
八
、
一
九
五
九
年
）
、
井
上
寛

　

司
「
紀
伊
国
隅
田
党
の
形
成
過
程
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
六
四
、
一
九
七
三
年
）
、
佐
藤
和
彦
「
在

　
　
地
領
主
制
の

形
成
と
展
開
」
（
『
史
観
』
七
八
、
一
九
七
八
年
）
、
埴
岡
真
弓
「
紀
伊
国
隅
田
荘

　
　
に

お

け
る
祭
祀
の
史
的
展
開
」
（
「
寧
楽
史
苑
』
二
六
、
一
九
八
一
年
）
、
高
牧
実
『
宮
座
と
村

　
　
落
の
史
的
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）
。

（
6
）
　
前
掲
埴
岡
論
文
。

（
7
）
　
同
右
。

（
8
）
　
前
掲
奥
田
著
書
。

（
9
）
　
『
和
歌
山
県
史
』
近
世
。

（
1
0
）
　
藤
田
達
生
「
兵
農
分
離
政
策
と
郷
士
制
度
」
（
本
研
究
報
告
書
）
。

（
1
1
）
　
前
掲
高
牧
著
書
。

（
1
2
）
　
『
和
歌
山
県
史
』
中
世
史
料
一
、
一
七
七
頁
。

（
1
3
）
　
渡
辺
尚
志
「
近
世
の
村
と
寺
」
（
本
研
究
報
告
書
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
農
民
と
職
人
・

　
　
宗
教
者
と
い
っ
た
異
な
る
社
会
集
団
と
の
複
合
と
い
う
視
角
で
あ
る
。

（
1
4
）
　
『
和
歌
山
県
史
』
中
世
史
料
一
、
三
七
頁
。

（
1
5
）
　
『
和
歌
山
県
史
』
中
世
史
料
一
、
二
八
頁
。

（1
6
）
　
前
掲
埴
岡
論
文
。

（
1
7
）
　
『
紀
伊
続
風
土
記
』
二
（
臨
川
書
店
、
一
九
九
〇
年
）
。

（
1
8
）
　
近
世
に
お
け
る
上
夙
村
と
隅
田
八
幡
宮
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
か
ぎ
り
史
料
か

　
　
ら
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
近
代
に
は
同
宮
祭
礼
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
が
わ

　
　
か
る
。

（
1
9
）
　
た
と
え
ば
小
嶋
洋
三
家
文
書
四
八
七
。

（
2
0
）
　
前
掲
埴
岡
論
文
。
隅
田
八
幡
宮
へ
の
元
服
拝
賀
に
つ
い
て
は
、
隅
田
能
章
家
文
書
七
九
二

　
　
～
八
〇
〇
（
数
字
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
写
真
版
番
号
で
あ
り
、
以
下
こ
の
よ
う
に
表
記
す

　
　
る
）
。

（
2
1
）
前
掲
水
本
著
書
②

（2
2
）
　
『
和
歌
山
県
史
」
近
世
。

（
2
3
）
中
田
法
寿
編
『
高
野
山
文
書
』
六
、
一
九
三
頁
。

（
2
4
）
　
『
和
歌
山
県
史
』
中
世
史
料
一
、
三
七
頁
。

（
2
5
）
　
下
兵
庫
村
は
利
生
護
国
寺
を
中
心
に
形
成
さ
れ
、
村
名
も
も
と
は
寺
地
村
と
称
し
た
と
い

　
　
う
（
『
和
歌
山
県
の
地
名
』
、
平
凡
社
）
。
慶
長
八
（
一
六
〇
三
）
年
、
上
田
忠
兵
衛
が
伝
介
に

　

差

し
出
し
た
「
令
譲
与
上
田
諸
進
退
之
分
条
條
々
」
（
上
田
正
嗣
家
文
書
四
五
九
）
に
よ
る

　
　
と
、
「
隅
田
之
庄
之
内
川
瀬
・
下
兵
庫
・
寺
地
・
上
兵
庫
・
中
下
・
芋
生
六
ケ
村
」
の
人
足
を
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同
家
が
支
配
で
き
る
旨
記
さ
れ
て
い
る
。
下
兵
庫
と
は
別
村
で
あ
り
、
か
つ
六
ヵ
村
の
位
置
関

　
　
係
か
ら
し
て
、
「
寺
地
」
と
は
利
生
護
国
寺
の
寺
域
を
指
す
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

（
2
6
）
　
隅
田
八
幡
神
社
文
書
一
五
二
。

（
2
7
）
　
隅
田
八
幡
神
社
文
書
二
五
。

（
2
8
）
　
前
掲
奥
田
著
書
。

（
2
9
）
　
隅
田
八
幡
神
社
文
書
七
五
三
～
七
五
五
。

（
3
0
）
　
た
と
え
ば
『
和
歌
山
県
史
』
中
世
史
料
一
、
一
二
九
頁
。

（3
1
）
　
前
掲
（
2
9
）
文
書
。

（
3
2
）
　
前
掲
（
2
0
）
文
書
。
隅
田
八
幡
神
社
文
書
三
九
八
～
四
三
一
。

（
3
3
）
　
上
田
正
嗣
家
文
書
一
四
四
～
一
四
六
。

（
3
4
）
　
上
田
登
四
郎
家
文
書
＝
二
四
一
。
年
記
文
書
で
確
認
で
き
る
人
名
は
上
田
貞
四
郎
が
享
保

　
　
八
年
（
上
田
正
嗣
家
文
書
一
二
〇
）
、
中
道
村
庄
屋
藤
五
郎
が
享
保
九
年
（
宮
下
彰
義
家
文
書

　
　
一
六
一
二
）
下
上
田
村
庄
屋
武
兵
衛
が
享
保
七
年
（
小
嶋
洋
三
家
文
書
一
六
九
～
一
七
一
）
で

　
　
あ
る
。

（
3
5
）
　
上
田
正
嗣
家
文
書
一
七
〇
。
こ
の
頃
上
田
家
で
起
こ
る
争
論
か
ら
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）

　
　
と
推
測
さ
れ
る
（
新
谷
尚
紀
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
本
研
究
報
告
書
の
同
「
家
の
歴
史
と
民
俗
」

　
　
参
照
）
。

（3
6
）
　
前
掲
奥
田
著
書
。

（
3
7
）
　
氏
人
か
ら
氏
子
の
変
化
が
意
味
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
萩
原
龍
夫
『
中
世
祭
祀
組
織
の
研

　
　
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年
）
に
詳
し
い
。

（3
8
）
　
前
掲
埴
岡
論
文
。

（
3
9
）
　
深
谷
克
己
「
由
緒
地
域
の
村
役
人
像
」
（
本
研
究
報
告
書
）
。

（
4
0
）
　
『
紀
伊
続
風
土
記
』
二
の
垂
井
村
の
項
に
（
臨
川
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
八
九
頁
）
、
「
小
名

　
　
壇

と
い
ふ
八
幡
宮
の
境
内
な
り
」
と
あ
る
。
ま
た
一
臆
の
呼
称
は
後
述
す
る
「
庄
中
」
と
供
僧

　
　
の

争
論
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
（
隅
田
八
幡
神
社
文
書
七
二
六
～
七
三
六
）
。

（
4
1
）
　
中
世
後
半
か
ら
近
世
初
頭
の
大
高
能
寺
に
つ
い
て
は
、
隅
田
八
幡
宮
文
書
七
二
六
～
七
三

　
　
六
。
な
お
中
世
に
は
相
賀
荘
に
属
し
た
細
川
上
村
の
不
動
院
も
末
寺
で
あ
る
が
（
『
紀
伊
続
風

　
　
土
記
』
二
）
そ
の
経
緯
は
不
明
で
あ
る
。

（
4
2
）
　
隅
田
八
幡
神
社
文
書
一
七
五
～
一
八
二
、
二
七
四
～
二
八
七
、
小
嶋
洋
三
家
文
書
四
二
三

　
　
～
四
四
三
。

（4
3
）
　
（
4
1
）
文
書
。

（
4
4
）
　
（
4
2
）
隅
田
八
幡
神
社
文
書
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

（4
5
）
　
同
右
。

（4
6
）
　
（
4
1
）
文
書
。

（
4
7
）
　
隅
田
一
族
に
は
武
力
と
い
う
専
門
能
力
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
兵
農
分
離
に
よ
っ
て
否
定

　
　
さ
れ
た
。

（
4
8
）
　
（
4
2
）
隅
田
八
幡
神
社
文
書
。

（4
9
）
　
（
4
1
）
文
書
。

（
5
0
）
　
『
和
歌
山
県
史
』
近
世
。

（
5
1
）
　
隅
田
八
幡
神
社
文
書
一
五
八
～
一
六
〇
、
二
八
九
～
三
〇
九
。

（
5
2
）
　
隅
田
八
幡
神
社
文
書
一
七
五
～
一
八
二
、
二
八
九
～
三
〇
九
、
小
嶋
洋
三
家
文
書
四
二
三

　
　
～
四
四
四
。

（
5
3
）
　
隅
田
八
幡
神
社
文
書
二
八
九
～
三
〇
九
。

（
5
4
）
　
葛
原
忠
綱
家
文
書
一
二
七
七
。

（
5
5
）
　
久
留
島
浩
「
百
姓
と
村
の
変
質
」
（
岩
波
講
座
『
日
本
通
史
』
1
5
、
一
九
九
五
年
）
。

（
5
6
）
　
隅
田
八
幡
神
社
文
書
一
五
～
一
九
、
一
六
一
～
一
六
三
、
七
二
六
～
七
三
六
。

（
5
7
）
　
隅
田
八
幡
神
社
文
書
六
八
～
七
二
。

（
5
8
）
　
役
を
通
じ
た
権
力
に
よ
る
社
会
編
成
に
つ
い
て
は
、
尾
藤
正
英
「
徳
川
時
代
の
社
会
と
政
治

　
　
思
想
の

特
質
」
（
『
思
想
』
六
八
五
、
一
九
八
一
年
）
の
提
起
以
来
追
求
さ
れ
て
き
た
問
題
で
あ

　
　
る
。
こ
う
し
た
役
を
媒
介
に
し
た
社
会
編
成
は
地
域
社
会
で
も
み
ら
れ
、
村
や
地
域
社
会
は
そ

　
　
の
維
持
の
た
め
構
成
員
に
独
自
に
負
担
を
課
し
て
い
た
。
そ
れ
を
負
担
す
る
者
だ
け
が
、
そ
の

　
　
集
団
の
構
成
員
と
な
り
え
た
こ
と
は
多
く
の
研
究
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば

　
　
村
役
で
あ
り
（
水
本
邦
彦
「
村
共
同
体
と
村
支
配
」
〈
『
講
座
日
本
歴
史
』
5
、
東
京
大
学
出
版

　
　
会
、
一
九
八
五
年
、
の
ち
水
本
①
著
書
所
収
〉
）
、
こ
う
し
た
役
を
社
会
的
役
と
呼
称
し
て
お
き

　
　
た

い
。
な
お
役
を
媒
介
と
し
て
全
体
社
会
（
こ
こ
で
は
地
域
社
会
）
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
と
い

　
　
う
点
に
つ
い
て
は
、
塚
田
孝
『
身
分
制
社
会
と
市
民
社
会
』
（
柏
書
房
、
一
九
九
二
年
）
の
院

　
　
内
銀
山
の
仕
事
か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
5
9
）
　
宮
下
彰
義
家
文
書
三
六
〇
。

（
6
0
）
　
た
と
え
ば
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
隅
田
八
幡
宮
松
の
馬
場
の
普
請
を
め
ぐ
る
隅
田
作
右
衛

　
　
門
の
主
張
は

「庄
中
」
の
寄
合
で
一
旦
は
否
決
さ
れ
て
い
る
（
隅
田
能
章
家
文
書
二
八
四
～
二

　
　
八
九
）
。

（
6
1
）
　
芋
生
孝
治
家
文
書
三
六
一
～
三
六
三
。



（
6
2
）
　
「
庄
中
惣
代
」
は
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
に
は
確
認
で
き
る
〈
（
5
7
）
文
書
〉
。

（
6
3
）
　
隅
田
八
幡
神
社
文
書
三
＝
～
三
一
九
。

（
6
4
）
　
宮
下
彰
義
家
文
書
一
七
九
～
一
八
一
、
二
五
二
～
二
五
三
、
六
五
六
～
六
五
八
。

（
6
5
）
　
芋
生
孝
治
家
文
書
三
四
九
、
宮
下
彰
義
家
文
書
一
七
九
～
一
八
一
。
『
橋
本
市
史
』
下
巻
（
橋

　
　
本
市
史
編
纂
委
員
会
編
集
、
一
九
七
五
年
）
は
屋
台
は
室
町
時
代
末
期
あ
る
い
は
江
戸
時
代
初

　
　
期
に
創
始
さ
れ
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
史
料
上
で
は
確
認
で
き

　
　
な
い
。
ま
た
屋
台
建
造
技
術
か
ら
考
え
て
も
一
八
世
紀
後
半
頃
で
あ
ろ
う
。

（
6
6
）
京
都
祇
園
会
は
神
輿
渡
御
と
山
鉾
巡
行
の
二
つ
の
部
分
か
ら
成
り
立
つ
が
、
中
世
後
期
に

　
　
な
る
と
山
鉾
巡
行
が
神
事
か
ら
解
放
さ
れ
、
都
市
共
同
体
の
紐
帯
と
し
て
町
人
の
祭
り
に
変

　
　
革
し
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
脇
田
晴
子
「
中
世
の
祇
園
会
」
（
『
芸
能
史
研
究
』
四
、
一
九

　
　
六
四
年
）
が
指
摘
し
て
い
る
。

（
6
7
）
　
個
々
の
村
レ
ベ
ル
で
の
庄
屋
と
村
民
の
関
係
が
、
村
連
合
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る

　
　
の
か
に
つ
い
て
は
、
実
証
レ
ベ
ル
で
の
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

　
　
谷
山
正
道
『
近
世
民
衆
運
動
の
展
開
』
（
高
村
書
店
、
一
九
九
四
年
）
を
参
照
。

（6
8
）
　
（
6
3
）
文
書
。

（
6
9
）
　
隅
田
能
章
家
文
書
三
一
九
。

（
7
0
）
　
町
中
の
構
成
か
ら
は
排
除
さ
れ
て
き
た
非
・
家
持
の
商
人
層
が
一
七
世
紀
後
半
以
降
「
仲

　
　
間
」
を
形
成
し
、
近
世
初
頭
以
来
の
町
の
論
理
を
自
己
の
者
と
し
て
獲
得
し
て
い
く
こ
と
に
つ

　
　
い
て
は
、
吉
田
伸
之
「
町
人
と
町
」
（
『
講
座
日
本
歴
史
』
5
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五

　
　
年
）
が
指
摘
し
て
お
り
、
本
稿
も
こ
の
吉
田
の
仕
事
か
ら
多
く
の
点
を
学
ん
だ
。

（
7
1
）
　
（
5
7
）
文
書
、
隅
田
八
幡
神
社
文
書
四
二
～
四
三
。

（
7
2
）
　
隅
田
八
幡
神
社
文
書
四
三
二
～
四
五
一
。

（
7
3
）
　
（
1
3
）
お
よ
び
塚
田
孝
「
近
世
都
市
史
研
究
の
課
題
と
方
法
」
（
『
人
民
の
歴
史
学
』
二
七
、

　
　
一
九
九
三
年
）
。

（
7
4
）
　
抱
え
に
つ
い
て
は
、
菅
原
憲
二
「
近
世
京
都
の
町
と
用
人
」
（
『
日
本
都
市
史
研
究
入
門
』

　
　
m
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
）
に
詳
し
い
。

（
7
5
）
　
本
稿
で
は
検
討
で
き
な
か
っ
た
が
、
隅
田
組
も
一
八
世
紀
後
半
頃
か
ら
「
仲
間
」
を
呼
称
し

　
　
て
い
る
。
各
集
団
の
「
仲
間
」
呼
称
の
歴
史
的
意
味
付
け
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
7
6
）
藪
田
貫
『
国
訴
と
百
姓
一
揆
の
研
究
』
（
校
倉
書
房
、
一
九
九
二
年
）
。

（国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
歴
史
研
究
部
）

神社と近世地域社会
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ShintδShrines　and　the　Early－modern　Local　Community

IWAKI　Takuji

　　This　paper　demonstrates　the　process　by　which　a　local　community（the　Suda　estate），

whose　bonds　were　reinfbrced　by　shrine　rituals　and　fbstivals，　abolished　the　medieval

飴deration　of　local　overlords（zαjc乃∫τγδぷ乃のand　replaced　it　with　a　fbderation　of

villages　run　by　village　of日cials，　thus　transR）rming　the　internal　order　of　the　commu－

nity．

　　In　the　medieval　period　the　Suda　Hachiman　Shrine　was　the　source　of　the　spiritual

bond　among　the　Suda　ic乃左o勧（lineage），　who　held　ideological　control　over　all　the

people　in　the　Suda　estate　through　exclusive　management　and　patronage　of　the　shrine．

At　that　time，　the　Sudaた庇zoκ〃，　a　consolidated　group　of　families　of　the　same　lineage，

exclusively　supported　the　Suda　Hachiman　Shrine，

　　In　the　Sengoku　period，　peasants　and　religious　practitioners　grew　into　fbrces　that

rivaled　the　Suda励セoんμ．　Thus　in　the　Suda　estate　area，　there　were　three　major　social

groups－the　Suda元c乃πoκμ，　theぷ力δc乃η（consisting　of　village　units　of　peasants），　and

the　zαc乃π（clergy），　but　there　was　no　authority　or　order　power丘ll　enough　to　oversee

them．　In　the　fbllowing　seventeenth　century，　the功δc妬emerged　as　the　dominant

social　power　and　controlled　the　entire　local　community．　During　that　time，　com－

munites　were　primarily　organized　according　to　agrarian　principles．

　　The　5乃σc姥made　decisions　after　consultations　among　leaders（5乃⑳α）of　the　sixteen

villages　that　supported　the　Hachiman　Shrine．　And　so，　these　village　heads　arbitrarily

ran　the訪δc乃πin　the　seventeenth　century．　This　began　to　change　in　the　latter　half　of

the　next　century，　when　there　emergedぷ妬6肋ぷδ4α∫（“representatives　of　theぷ乃σc加”）

who　negotiated　with　the　domain　and　other　groups．　Theぷ乃⑳α，　who　represented　their

villages，　were　thus　constrained　by　the　will　of　theぷσ4αゴwho　led　the　peasants．

　　The　clergy，　included　in　the訪δc乃πin　the　seventeenth　century，　also　organized　their

own‘‘associations”（ηα妬mα）and　sought　to　attain　legitimate　status　in　the　local

community．　These　moves　by　the　clergy　paved　the　way　fbr　the　Suda　estate　community

governed　by　agrarian　principles　to　shift　toward　mature　communities　that　accorded

legitimate　status　to　diffbrent　social　groups．
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